
 

 第６回 紀の川上下流部大規模氾濫に関する 

減災対策協議会 
 

日時：令和３年６月７日(月) １３：３０～   

会議形式：オンライン方式   

 

議 事 次 第 
 

１．挨拶 

 

２．議事 

（１）規約の改正（鉄道事業者の参画） 

（２）紀の川上下流部の減災に係る取り組み状況について（令和２年度） 

（３）次期５箇年の紀の川上下流部の取組方針について 

 

３．その他 

（１）紀の川及びその支川における主な事業予定（令和３年度） 

（２）紀の川水系流域治水プロジェクトについて 

（３）減災・防災に関する新たな取り組みについて 

 

【配布資料】 

・議事次第 

・出席者名簿 

・資料－１ 規約（案） 

・資料－２ 「紀の川上下流部の減災に係る取組方針」の実施状況（令和２年度） 

・資料－３ 紀の川上下流部の減災に係る取組成果（５箇年の総括） 

・資料－４ 紀の川上下流部の減災に係る次期５箇年の取組目標（案） 

・資料－５ 次期５箇年（Ｒ３～Ｒ７）の取組目標（案）について 

・資料－６ 紀の川流域における浸水対策検討会の成果と今後の展開 

・資料－７ 紀の川（上下流部）の減災に係る取組方針（案） 

・参考資料－１ 令和３年度紀の川及びその支川における主な事業予定 

・参考資料－２ 紀の川水系流域治水プロジェクト 

・参考資料－３ 減災・防災に関する新たな取り組みについて 
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紀の川下流部大規模氾濫に関する減災対策協議会規約（案）  

  

（名称）  

第１条 この会議は、水防法（昭和 24年 6 月 4日法律第 193 号）第１５条の９、第１

５条の１０に基づき組織することとし、名称を紀の川下流部大規模氾濫に関する

減災対策協議会（以下「協議会」という。）とする。  

  

（目的）  

第２条 協議会は、平成２７年９月関東・東北豪雨により大規模な浸水被害が発生した

ことを踏まえ、河川管理者、県、市、町等が連携・協力して、減災のための目標

を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的、計画的に推進することにより、紀

の川流域市町において氾濫が発生することを前提として社会全体で常に洪水に

備える「水防災意識社会」を下記河川において再構築することを目的とする。 

１）洪水予報河川（紀の川） 

    ２）水位周知河川（貴志川、和田川、亀の川、日方川、加茂川） 

  ３）その他、協議会が必要と認める河川 

２ 協議会に関連し早期に検討が必要な事象が発生した場合、協議会構成員等によ 

り構成する検討会を設置できる。 

  

（協議会の構成）  

第３条 協議会は、別紙１の職にある者をもって構成する。  

２ 協議会の運営、進行及び招集は事務局が行う。  

   ３ 事務局は、第 1項によるもののほか、協議会構成員の同意を得て、必要に応じ

て別紙１の職にある者以外の者（学識経験者等）に参加を求めることができる。  

 

（幹事会の構成）  

第４条 協議会に幹事会を置く。  

   ２ 幹事会は、別紙２の職にある者をもって構成する。  

   ３ 幹事会の運営、進行及び招集は事務局が行う。  

   ４ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、調査、分析、減災対策等の各種検

討、調整を行うことを目的とし、結果について協議会へ報告する。  

   ５ 事務局は、第２項によるもののほか、幹事会構成員の同意を得て、必要に応じ

て別紙２の職にある者以外の者（学識経験者等）に参加を求めることができる。  

  

（協議会の実施事項）  

第５条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

資料－１① 
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  一 洪水の浸水想定等の水害リスク情報を共有するとともに、各構成員がそれぞれ

又は連携して実施している現状の減災に係る取組状況等について共有する。  

   二 円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速な氾濫水の排水を実現

するために各構成員がそれぞれ又は連携して取り組む事項をまとめた地域の取

組方針を作成し、共有する。 

三 毎年、出水期前に協議会を開催するなどして、地域の取組方針に基づく対策の

実施状況を確認する。また、堤防の共同点検等を実施し、状況の共有を図る。  

   四 その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項を実施する。  

  

（会議の公開）  

第６条 協議会、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によって 

は、協議会に諮り、非公開とすることができる。  

   ２ 幹事会及び検討会は、原則非公開とし、幹事会及び検討会の結果を協議会へ報

告することにより公開と見なす。 

  

（協議会資料等の公表）  

第７条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、 

個人情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て

公表しないものとする。  

   ２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した委員の確認を

得た後、公表するものとする。  

  

（事務局）  

第８条 協議会の庶務を行うため、近畿地方整備局和歌山河川国道事務所に事務局を置 

く。  

  

（雑則）  

第９条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な

事項については、協議会で定めるものとする。  

  

（附則）  

本規約は、平成 28 年 6月 23 日から施行する。 

本規約は、平成 29 年 6月 21 日から施行する。 

本規約は、平成 30 年 1月 9 日から施行する。 

本規約は、令和 3年 6月 7日から施行する。 
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別紙１ 

 

和歌山地方気象台長  

和歌山県県土整備部長  

和歌山市長  

海南市長 

紀の川市長  

岩出市長 

紀美野町長  

西日本旅客鉄道株式会社 和歌山支社長 

南海電気鉄道株式会社 鉄道営業本部 工務部長 

和歌山電鐵株式会社 鉄道部長 

近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所長  

近畿地方整備局和歌山河川国道事務所長 
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別紙２ 

  

和歌山地方気象台防災管理官  

和歌山県県土整備部河川・下水道局河川課長  

和歌山県総務部危機管理局防災企画課長  

和歌山市危機管理部総合防災課長  

海南市総務部危機管理課長 

紀の川市危機管理部危機管理課長  

岩出市総務部総務課長  

紀美野町総務課長 

西日本旅客鉄道株式会社 和歌山支社長 

南海電気鉄道株式会社 鉄道営業本部 工務（施設）課長 

和歌山電鐵株式会社 鉄道部 技術課長 

近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所防災情報課長  

近畿地方整備局和歌山河川国道事務所副所長 

和歌山県海草振興局建設部長 

和歌山県海草振興局地域振興部長 

和歌山県那賀振興局建設部長 

和歌山県那賀振興局地域振興部長 
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紀の川上流部大規模氾濫に関する減災対策協議会規約（案） 

 

（名称） 

第１条 この会議は、水防法（昭和 24 年 6 月 4 日法律第 193 号）第１５条の９、第１

５条の１０に基づき組織することとし、名称を紀の川上流部大規模氾濫に関する

減災対策協議会（以下「協議会」という。）とする。 

  

（目的） 

第２条 協議会は、平成２７年９月関東・東北豪雨により大規模な浸水被害が発生した

ことを踏まえ、河川管理者、県、市、町等が連携・協力して、減災のための目標

を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的、計画的に推進することにより、紀

の川流域市町において氾濫が発生することを前提として社会全体で常に洪水に

備える「水防災意識社会」を下記河川において再構築することを目的とする。 

１）洪水予報河川（紀の川） 

２）水位周知河川（橋本川） 

３）その他、協議会が必要と認める河川 

  ２ 協議会に関連し早期に検討が必要な事象が発生した場合、協議会構成員等によ

り構成する検討会を設置できる。 

 

（協議会の構成） 

第３条 協議会は、別紙１の職にある者をもって構成する。 

  ２ 協議会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

  ３ 事務局は、第 1項によるもののほか、協議会構成員の同意を得て、必要に応じ

て別紙１の職にある者以外の者（学識経験者等）に参加を求めることができる。 

 

（幹事会の構成） 

第４条 協議会に幹事会を置く。 

  ２ 幹事会は、別紙２の職にある者をもって構成する。 

  ３ 幹事会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

  ４ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、調査、分析、減災対策等の各種検

討、調整を行うことを目的とし、結果について協議会へ報告する。 

  ５ 事務局は、第２項によるもののほか、幹事会構成員の同意を得て、必要に応じ

て別紙２の職にある者以外の者（学識経験者等）に参加を求めることができる。 

 

（協議会の実施事項） 

第５条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

資料－１② 
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 一 洪水の浸水想定等の水害リスク情報を共有するとともに、各構成員がそれぞれ

又は連携して実施している現状の減災に係る取組状況等について共有する。 

  二 円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速な氾濫水の排水を実現

するために各構成員がそれぞれ又は連携して取り組む事項をまとめた地域の取

組方針を作成し、共有する。 

  三 毎年、出水期前に協議会を開催するなどして、地域の取組方針に基づく対策の

実施状況を確認する。また、堤防の共同点検等を実施し、状況の共有を図る。 

  四 その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項を実施する。 

 

（会議の公開） 

第６条 協議会は、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、審議内容によっ

ては、協議会に諮り、非公開とすることができる。 

  ２ 幹事会及び検討会は、原則非公開とし、幹事会及び検討会の結果を協議会へ報

告することにより公開と見なす。 

 

（協議会資料等の公表） 

第７条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、

個人情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て

公表しないものとする。 

  ２ 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、出席した委員の確認を

得た後、公表するものとする。 

 

（事務局） 

第８条 協議会の庶務を行うため、近畿地方整備局和歌山河川国道事務所に事務局を置

く。 

 

（雑則） 

第９条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な

事項については、協議会で定めるものとする。 

 

（附則） 

 本規約は、平成 28年 6 月 30 日から施行する。 

平成 28年 9 月 26 日 別紙２一部改正 

本規約は、平成 29 年 6月 28 日から施行する。 

 本規約は、平成 30年 1 月 9 日から施行する。 

 本規約は、令和 3年 6月 7日から施行する。 
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別紙１ 

  

和歌山地方気象台長 

奈良地方気象台長 

和歌山県県土整備部長 

奈良県県土マネジメント部長 

かつらぎ町長 

九度山町長 

橋本市長 

五條市長 

西日本旅客鉄道株式会社 和歌山支社長 

南海電気鉄道株式会社 鉄道営業本部 工務部長 

近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所長 

近畿地方整備局和歌山河川国道事務所長 
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別紙２ 

 

和歌山地方気象台防災管理官 

奈良地方気象台防災管理官 

和歌山県県土整備部河川・下水道局河川課長 

和歌山県総務部危機管理局防災企画課長 

奈良県県土マネジメント部河川政策官 

かつらぎ町危機管理課長 

九度山町地域防災課長 

橋本市危機管理監 

五條市危機管理監 

西日本旅客鉄道株式会社 和歌山支社長 

南海電気鉄道株式会社 鉄道営業本部 工務課（施設）課長 

近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所防災情報課長 

近畿地方整備局和歌山河川国道事務所副所長 

和歌山県伊都振興局建設部長 

和歌山県伊都振興局地域振興部長 

 



「紀の川上・下流部の減災に係る取組方針」の実施状況について

和
歌
山
市

海
南
市

紀
の
川
市

岩
出
市

紀
美
野
町

か
つ
ら
ぎ
町

九
度
山
町

橋
本
市

五
條
市

和
歌
山
県

奈
良
県

気
象
台

近
畿
地
整

【ソフト対策】

①洪水に対する意識の啓発及び普及について

・想定最大規模降雨による洪水氾濫シミュレーションの公表 平成２８年度 － － － － － － － － － － － － ◎

・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図の公表（和田川、
亀の川、日方川、加茂川）

平成３０年度 － － － － － － － － － ◎ － － －

・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図の公表（橋本川） 令和元年度 － － － － － － － － － ◎ － － －

・過去の浸水実績を整理し、ハザードマップ等を通じて住民に周
知

引き続き実施 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ － － － －

・住民に分かりやすく利活用されるハザードマップの策定・周知に
向けた検討

引き続き実施 〇 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ － － － －

・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図の公表に伴う洪
水ハザードマップの更新・周知

引き続き実施 〇 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ － － － －

・防災に関する補助教材を活用し、小中学校と連携した防災に関
する教育の取組

引き続き実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ △

・防災（水防）訓練の実施 引き続き実施 ○ △ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ － △ ○

・避難対策ワークショップの実施 引き続き実施 △ ○ △ △ △ △ △ △ ○ ○ － △ △

・沿川自治会単位での防災に関する啓発活動の実施 引き続き実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ △

・出前講座等の実施 引き続き実施 ○ ○ ○ ○ ○ － － － － ○ － － －

・「和歌山県防災教育指導の手引き」の更新 引き続き実施 － － － － － － － － － ◎ － ◎ －

・水害被災地の視察または水害経験者を招いての講演 引き続き実施 － － － － － △ △ △ ○ － － － －

②避難時間の確保について

・避難勧告等の発令に着目したタイムラインの策定 引き続き実施 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 － － －

・関係者の役割分担をより明確にしたタイムラインの策定 引き続き実施 ◎ ◎ 〇 〇 ◎ △ △ △ △ － － － －

・避難のための時間を十分に確保した避難勧告を発令するため
のタイムラインの検証と改善（活用訓練等の実施）

引き続き実施 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ － － －

・タイムライン作成支援 引き続き実施 － － － － － － － － － － － △ △

・洪水時の河川状況等を河川管理者と関係市町が直接連絡し合
うホットラインの取組

引き続き実施 ◎ △ 〇 ◎ △ ◎ ◎ ◎ － ◎ － － ◎

・洪水予報河川、水位周知河川にかかる検討及び水位設定の調
整

平成３０年度 － － － － － － － － － ◎ － － －

・水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練の実施 引き続き実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － －

・水防団等の組織維持のため、団員の募集等の促進 引き続き実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － －

・水害リスク情報の共有に向けた水防団等との共同点検の実施 引き続き実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ － － ○

・水防訓練の実施 引き続き実施 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ △ △ △

・水防資機材の整備 引き続き実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － － －

・水門、樋門、排水施設等の確実かつ的確な運用体制の確保及
び点検・維持管理の実施

引き続き実施 ○ ○ ○ ○ － ○ － ○ － ○ － － ○

・排水施設等について現況施設、保有資機材の情報共有 引き続き実施 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ － － ○

・排水ポンプ車、可搬式ポンプの配備にかかる検討 引き続き実施 － － ◎ ◎ － 〇 〇 〇 － ◎ － － －

・庁舎、災害拠点病院等に関する情報の共有 引き続き実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － － －

・庁舎等における防災機能の確保（耐水化の検討） 引き続き実施 ◎ － ◎ ◎ － － － － － － － － －

・庁舎等における防災機能確保の検討 引き続き実施 － － － － － 〇 － ○ － － － － －

③迅速・的確な行動への備えについて

■避難行動のための情報発信等
・避難情報を各世帯へ確実に届けるため、防災行政無線の普及
（無線のデジタル化等）

引き続き実施 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 〇 ◎ ◎ － － － －

・避難情報を対象者へ確実に届けるため、ケーブルテレビや防災
メール、緊急速報メールへの登録・配信サービスやＳＮＳ、ICTの
活用等

引き続き実施 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

・防災対策や住民の避難行動の判断をより分かりやすくするた
め、ウェブサイト、テレビで洪水予報や河川水位、カメラ映像、気
象情報の提供

引き続き実施 － － － － － － － － － ◎ － ◎ ◎

・住民の避難行動を促すためのプッシュ型の洪水予報等の情報
発信のための整備

引き続き実施 － － － － － － － － － ◎ － － ◎

・洪水予報文の改良と運用 引き続き実施 － － － － － － － － － － － ◎ ◎

・わかりやすい大滝ダム放流関係情報等の提供 引き続き実施 － － － － － － － － － － － － ◎

・防災ポータルアプリの開発 平成３０年度 － － － － － － － － － ◎ － － －

■迅速・的確な行動のための訓練
等の実施

・災害時における逃げ遅れをなくすため、地域防災訓練等で避難
行動要支援者を支援する人の訓練の実施

引き続き実施 △ ○ ○ ○ △ △ △ △ ○ － － － －

・沿川自治会単位での防災訓練の実施 引き続き実施 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ － － －

■避難誘導体制について
・避難場所等周知のための標識の設置、避難誘導にかかる案内
板・誘導灯等の検討、確認及び設置

引き続き実施 ◎ ◎ ◎ ◎ △ ◎ ○ ○ － － － － －

・段階的な避難を考慮した広域避難計画の検討 引き続き実施 〇 〇 〇 〇 △ － － － － － － － －

・市町を越えた広域避難計画の検討 引き続き実施 － － － － － △ △ △ ◎ － － － －

・災害時における逃げ遅れをなくすため、避難行動要支援者の個
別計画の作成

引き続き実施 〇 〇 〇 〇 〇 － － － － － － － －

・災害時における逃げ遅れをなくすため、避難行動要支援者の避
難計画の検討

引き続き実施 － － － － － 〇 〇 〇 〇 － － － －

・要配慮者利用施設管理者等へ説明会等を実施 引き続き実施 〇 〇 〇 〇 〇 △ △ 〇 － 〇 － － －

・要配慮者利用施設の地域防災計画への記載 令和元年度 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 〇 － － － － －

・要配慮者利用施設への通知と避難確保計画の確認 引き続き実施 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － ◎ － － －

■氾濫水の排水
・氾濫水を迅速かつ的確に排水するための排水計画の策定 令和２年度 － － － － － － － － － － － － ◎

■被災者支援について
・被災者支援の確認、見直し 引き続き実施 ◎ 〇 〇 △ 〇 〇 〇 △ － 〇 － △ －

【ハード対策】

■洪水を河川内で安全に流す対
策

・パイピング対策
・流下能力対策
・河川整備計画に基づく河川整備の推進（和田川、亀の川、日方
川、加茂川、橋本川、桜谷川等）

令和２年度 － － － － － － － － － ◎ － － 〇

■危機管理型ハード対策 ・堤防天端の保護
・堤防裏法尻の補強

令和２年度 － － － － － － － － － － － － 〇

■避難行動、水防活動に資する基
盤等の整備 ・早期に氾濫が発生する地域等における洪水時の避難勧告等の

発令判断に活用するため簡易水位計・量水標を設置し情報共有
令和２年度 － － － － － － － － － － － － ◎

・水防団等の水防活動を支援するためCCTVカメラを設置し情報
共有

令和２年度 － － － － － － － － － － － － ◎

・水位計（水位計・量水標等）、河川監視用カメラの整備 引き続き実施 － － － － － － － － － ◎ － － －

・防災用資機材倉庫の整備 引き続き実施 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ － － － － － － － －

◎

○

△

実施完了

実施中

未実施

具体的取組 取組項目 目標時期

取組機関

■ハザードマップの作成・周知等

■防災に関する啓発活動、水害
（防災）教育の拡充

■避難勧告等の発令に着目したタ
イムラインの作成・活用等

■避難時間確保のための水防活
動・体制の強化

■庁舎、災害拠点病院等の水害
時における対応について

取組状況の評価の凡例

資料2

1



減災対策に関する各取組内容の事例

紀の川下流部大規模氾濫に関する減災対策協議会

紀の川上流部大規模氾濫に関する減災対策協議会

資料－３



1．ソフト対策の事例

各取組内容の事例

1

①洪水に対する意識の啓発及び普及について

■ハザードマップの作成・周知等 ： 2,3,4,5
■防災に関する啓発活動、水害（防災）教育の拡充 ： 6,7

②避難時間の確保について

■避難時間確保のための水防活動・体制の強化 ： 8
③迅速・的確な行動への備えについて

■避難行動のための情報発信等 : 9,10,11,12,13,14
■迅速・的確な行動のための訓練等の実施 ： 15,16
■避難誘導体制について ： 17,18

2．ハード対策の事例

■洪水を河川内に安全に流す対策 ： 19
■危機管理型ハード対策 ： 20
■避難行動、水防活動に資する基盤等の整備 ： 21



取組内容

①洪水に対する意識の啓発及び普及について

■ハザードマップの作成・周知等

●想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図の作成・公表

2

取組概要

【目的】
○想定を超える洪水氾濫が発生するなか、計画や施設能力を上回る洪水氾濫に対し、人命を守るなど被害の
軽減を図ることを目的として、想定し得る最大規模降雨による洪水を想定し、住民の安全な避難行動、災害
拠点の機能確保などを推進するもの。（平成27年5月水防法改正及び平成27年9月関東・東北豪雨災害）

【公表時期】
○和田川、亀の川、日方川、加茂川 ： 平成３１年２月公表。
〇橋本川 ： 令和２年２月公表。
〇貴志川 ： 令和２年６月公表。 ≪貴志川は取組方針には記載のない河川≫

洪水浸水想定区域（L2：想定最大規模）

紀三井寺駅

三田小学校

和歌山市

浜宮小学校

和歌山市

海南市
黒江駅

亀の川

洪水浸水想定区域（L2：想定最大規模）

和田川

和歌山県



取組内容

①洪水に対する意識の啓発及び普及について

■ハザードマップの作成・周知等

●想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図の作成・公表

3

取組概要

海南市

海南駅
海南市役所

海南市

加茂郷駅

海南市役所
下津行政局

橋本市

橋本駅

橋本市役所

橋本中央中学校

橋本警察署

海南市

紀の川市

紀美野町

洪水浸水想定区域（L2：想定最大規模）

日方川

洪水浸水想定区域（L2：想定最大規模）

橋本川

洪水浸水想定区域（L2：想定最大規模）

加茂川

洪水浸水想定区域（L2：想定最大規模）

貴志川

和歌山県



取組内容

①洪水に対する意識の啓発及び普及について
■ハザードマップの作成・周知等

● 過去の浸水実績を整理し、ハザードマップ等を通じて住民に周知

4

洪水ハザードマップ（想定最大規模）について、A1サイズ両面印刷のハザードマップと
Web版ハザードマップの2種類を作成し公表を行った。
高齢者が多い当町では、ペーパーのマップを全戸配布し住民周知する必要があった。

A1サイズ両面印刷のハザードマップ

Web版

紀美野町



取組内容

①洪水に対する意識の啓発及び普及について
■ハザードマップの作成・周知等

●想定最大規模降雨によるに洪水浸水想定区域に基づく、洪水ハザードマップを作成・公表

5

想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域に基づく、洪水ハザード

マップ（紀の川、和田川、亀の川）を作成し、令和２年５月に公表
のうえ、市民に配布した。

洪水ハザードマップを用いて市民に向けた
出前講座などを実施し、市民一人ひとりの
風水害への理解を深め、洪水に対する防災
対策への意識向上につなげるための啓発活
動を実施。

和歌山市



取組内容

①洪水に対する意識の啓発及び普及について

■防災に関する啓発活動、水害（防災）教育の拡充

● 避難対策ワークショップの実施

6

• 県教職員対象に大雨ワークショップを実施

• 実験や見学により天気・地震に親しむイベント「夏休み子どもお天気広
場」を実施

• 自主防災会のなど、多数の出前講座で啓発活動を実施
• 「紀の国防災人づくり塾」への講師派遣を実施
• 和歌山県学校安全教室（防災教室）において気象庁ＷＳを実施
• 子供向け大雨ワークショップを多数実施
• 中学生職場体験学習においてミニ大雨ワークショップを実施

和歌山地方
気象台



取組内容

①洪水に対する意識の啓発及び普及について

■防災に関する啓発活動、水害（防災）教育の拡充

● 避難対策ワークショップの実施

7

【取組概要】
五條市では小中学生を対象にハザードマップを活用した浸水エリア・避難施設の確認などの防災教育を実施す
ると共に自主防災会や自治会を対象に防災マップづくりなどのワークショップを開催しています。

防災教育実施状況
令和元年度 ４校、令和２年度 １校

防災教育メニュー
・紀伊半島大水害の被災箇所の見学
・過去の災害歴史学習
・避難所開設および宿泊体験
・垂直避難学習
・ハザードマップを活用した学習 など

ワークショップ実施状況
令和元年度 ６回
令和２年度 ２回

ワークショップメニュー
・防災マップづくり
・マイタイムラインづくり
・避難所開所訓練 など

小学校における防災教育
（ハザードマップを活用した学習）

自治会対象のワークショップ
（防災マップづくり）

【事業効果】
・防災学習やワークショップを重ねることで防
災意識の向上が図れ、災害時の迅速な避難行動
に役立ちます。

【今後の計画】
・ワークショップに避難行動要支援者も参加し、
個別支援計画の策定も行っていく予定。

五條市



取組内容

②避難時間の確保について

■避難時間確保のための水防活動・体制の強化

●紀の川増水に備えた、排水ポンプ、排水ポンプ車の配備

Ｈ30.11.28

8

かつらぎ町

Ｈ30.11.28

② 排水ポンプ車２台導入（平成２９年度・総排水量30㎥/min ）

『紀の川増水時の内水氾濫に備えた活動』

① 町内６樋門に排水ポンプ設置（６月～１１月） ③ 実稼働に備え、毎年、排水ポンプ車操作訓練を実施。
(稼働体制：１班７名の２班体制、役場職員にて構成)



取組内容

③迅速・的確な行動への備えについて

■避難行動のための情報発信等

● 避難情報を各世帯へ確実に届けるため、防災行政無線の普及
（無線のデジタル化等）

②登録制メール

③町公式LINE

事前に登録された個人のメールアドレスに、文字情報並びに音声情報で放送内容を配信

町ホームページに、文字情報並びに音声情報で放送内容を表示

指定ダイヤルに電話をかけると防災行政無線放送と同じ音声が流れる

⑤電話応答機能

④町ホームページ連携

町公式ＬＩＮＥに、文字情報で放送内容を配信

防災無線の操作卓

入力

デジタル化により、①戸別受信機・②登録制メール・③LINE・④町HP・⑤電話応答で

防災行政無線の放送内容が確認できるようになった。

①⼾別受信機

戸別受信機を設置し、音声による情報伝達を行う（R2年度は避難所等40箇所に設置）

九度山町

9



取組内容

③迅速・的確な行動への備えについて

■避難行動のための情報発信等

● 避難情報を各世帯へ確実に届けるため、防災行政無線・情報伝達手段の整備

防災行政無線（同報系）デジタル化工事（平成30年度～令和2年度）
無線柱 市内全域 191本（貴志川流域 36本）整備

※新たな対策：浸水想定区域内の柱は、主要機器を約3m上げた位置に設置

避難情報は防災行政無線以外に

①多様な情報伝達手段で 同時発信
・メール配信サービス（事前登録制）

・地デジ・データ放送

・SNS（LINE、Facebook市公式ページ）

・市ホームページ（放送内容案内）

・電話放送案内サービス（フリーダイヤル）

・自動電話（ファックス）発信サービス

②エリアメール、緊急速報メール ３キャリア同時発信

メール

海南市

10



取組内容

③迅速・的確な行動への備えについて

■避難行動のための情報発信等

●避難情報を対象者へ確実に届けるため、ケーブルテレビや防災メール、
緊急速報メールへの登録・配信サービスやSNS、ICTの活用

11

河川情報システムがR2年12月に新しくなり、雨量や河川の水位、河川監視カメラの画像を、奈良県ホームページでリアルタイ

ムに公開しています。アラームメールでは登録者が設定した地域で警報・注意報が発令された際や、強い雨で水位が上昇した
場合に、メール配信を行っています。

登録者の希望する地域や観測局、水位等を設定することができます

メール内に記載のＵＲＬにアクセスし
て頂くと、奈良県河川情報システム
のページにアクセスします。

【河川情報システム】

【アラームメール登録設定画面】

登録後、設定していただいた地域の

気象警報注意報の発表や水位、雨量
等に達するとメールが届きます。

登 録

【メール通知画面】

●奈良県河川情報システム及びアラームメールについて

見やすい背景に
変更できます

気になる地域をク
リックすれば詳細

ページへ

奈良県



取組内容

③迅速・的確な行動への備えについて

■避難行動のための情報発信等

●防災対策や住民の避難行動の判断をより分かりやすくするため、ウェブサイト、
テレビで洪水予報や河川水位、カメラ映像、気象情報の提供

12

• 「警報級の可能性」及び「危険度を色分けした時系列」の提供開始
• 「大雨警報（浸水害）の危険度分布」及び「洪水警報の危険度分布」の提供開始
• 降水短時間予報を15時間先までに延長し提供開始

• 危険度分布やバーチャートを用いた図形式の全般気象情報及び地方気象情報の提
供開始

• 台風強度予報の5日先まで延長し提供開始

• 防災気象情報（指定河川洪水予報・土砂災害警戒情報他）に「警戒レベル相当情報」
を付して提供開始

• 「危険度分布」の通知サービスを開始
• 特別警報を緊急速報メールで提供開始
• 防災情報専用のTwitterアカウントを開設し提供開始
• 気象庁HPにおいて防災気象情報の多言語化（11ヶ国語）により提供開始（外国人へ

の避難行動の促進）
• 「大雨警報（土砂災害）の危険度分布 」に土砂災害警戒区域等を「洪水警報の危険度

分布」に洪水浸水想定区域等のリスク情報を重合せて表示できるよう改善し提供開始

• 洪水予報文に警戒レベルを付した電文の配信開始
• 気象庁ホームページの台風情報を14か国語で提供開始
• 大雨特別警報の警報等への切替時に河川氾濫に関する情報を臨時の洪水予報とし

て発表開始
• 気象庁ホームページのリニューアル（「気象台からのコメント」を掲載開始）

和歌山地方
気象台



取組内容

③迅速・的確な行動への備えについて

■避難行動のための情報発信等

●防災対策や住民の避難行動の判断をより分かりやすくするため、ウェブサイト、
テレビで洪水予報や河川水位、カメラ映像、気象情報の提供

ホームページの改修

【改修内容】
①河川監視カメラ及び水位計の増設

河川監視カメラ ９６箇所
（H30：42箇所、R1：7箇所、R2：3箇所増設）

水位計 ９１箇所
（H30：6箇所、R1：1箇所、R2：4箇所増設）

②他県管理雨量計の表示（R元年7月～）
紀の川の上流域
（奈良県：２０箇所）

熊野川及び北山川の上流域
（奈良県：１２箇所、三重県：９箇所）

③河川流域図の表示機能の追加
（R２年６月～）

④国土交通省 河川監視カメラ映像の表示
（R３年４月～）

三重県

②他県管理雨量計の表示

奈良県

③河川流域界の表示機能の追加

13

④国土交通省 河川監視
カメラ映像の表示

和歌山県



取組内容

③迅速・的確な行動への備えについて
■避難行動のための情報発信等

●防災ポータルアプリの開発

14

１ 避難先検索
・災害発⽣時に安全に避難するための避難場所を簡単に検索できる。
・避難場所の安全レベルも確認でき、最短ルートを地図上に表⽰。
・避難途中にルートをそれた場合も現在地を常に表⽰して、正しいルートに誘導
・⼟地勘のない場所でも的確に避難できるよう、避難場所等の⽅向を地図情報と
カメラで確認できる。（ＡＲ(拡張現実)を活⽤）

２ 防災情報のプッシュ通知
・事前の登録なしで、気象警報・注意報や避難情報等の防災情報がプッシュ型で届く。
・さらに、⼀時避難場所から別の市町村に移動しても、その市町村に発令されている
避難情報等がプッシュ型で届く。

３ 家族等の避難した場所の確認
・家族等でグループ登録すれば、てんでんこに避難した登録者の居場所を地図上で
確認できる。

・また、避難カードの作成・共有ができる。
４ 避難トレーニング
・⾃宅等から避難場所まで実際に避難のトレーニングをすることで、その避難経路や
要した時間が記録できる。

・さらに、トレーニング記録に南海トラフ巨⼤地震の津波の到達時間等の想定を重ね
ることで避難⾏動の安全性を確認できる。

【安全レベル確認】 【プッシュ通知】

【家族の居場所確認】【トレーニング結果表⽰】

白浜はまゆう病院裏駐車場
津波★★★ 標高26.0ｍ

５ 河川⽔位や⼟砂災害危険度情報の表⽰
・河川⽔位情報や⼟砂災害危険度情報などをリアルタイムで表⽰

＊アプリは、無料でご利⽤いただけます。
（アプリのダウンロード・ご利⽤にかかる通信料は、利⽤者のご負担となります。）

右記のQRコードからスマートフォンにダウンロードできます
◆お問い合わせ先 和歌⼭県総務部危機管理局防災企画課 電話073-441-2284 【河川⽔位、河川カメラ】【⼟砂災害危険度情報】

〇〇市︓避難指⽰

〇〇市︓避難指⽰
2021年05⽉20⽇ 12時34分

避難指⽰ 発令
〇〇地区

和歌山県



取組内容

③迅速・的確な行動への備えについて

■迅速・的確な行動のための訓練等の実施

●災害時における逃げ遅れをなくすため、地域防災訓練等で避難行動要支援者を
支援する人の訓練の実施

15

市内７会場において実施。訓練開始のサイレン吹鳴後、民
生委員・児童委員協議会協力のもと、担当区域の避難行動
要支援者の安否確認や、訓練会場まで避難誘導訓練を実施。

また、各訓練会場にて、各種専門家等による防災に関する
講話等を実施。

岩出市防災マニュアルを、
平成３１年４月に改訂し全戸
配布するとともに、新規転入
世帯に配布。

紀の川浸水想定区域や各
避難所、土砂災害警戒区域、
ため池ハザードマップ等の掲
載はもとより、各種防災情報
や自助・共助による、避難行
動要支援者への対応を掲載
し、風水害だけでなく、各種
災害に対しての、市民全体
の防災意識の高揚を図る。

民生委員・児童委員報告受付所 近畿大学講師による講演

岩出市地域防災訓練（地震・風水害を交互に実施）において、民生委員等による要配慮者の安否確認訓練や、社会福祉施
設等への訓練参加及び訓練日に合わせての自主訓練を依頼。

また、避難行動要支援者についての記事を掲載した「岩出市防災マニュアル」（ハザードマップ）を作成・配布し災害全般に関
する防災意識の高揚を図るとともに、避難行動要支援者の逃げ遅れをなくすための啓発を実施。

岩出市防災マニュアル岩出市地域防災訓練

岩出市



取組内容

③迅速・的確な行動への備えについて

■迅速・的確な行動のための訓練等の実施

●災害時における逃げ遅れをなくすため、地域防災訓練等で避難行動要支援者を
支援する人の訓練の実施

16

• 各種防災訓練に参加

和歌山地方
気象台



取組内容

③迅速・的確な行動への備えについて
■避難誘導体制について

●避難場所等周知のための標識の設置、避難誘導にかかる案内板・誘導灯等の検討、
確認及び設置

17

紀の川市

ハザードマップを水防法の改正
により見直された最大規模の浸水
想定区域を反映させた内容に更新
し、市民に対し市内の危険個所を
注意喚起するとともに、災害時の
避難の心得や避難すべき場所に
ついて広く啓発する。



取組内容

③迅速・的確な行動への備えについて
■避難誘導体制について

● 災害時における逃げ遅れをなくすため、避難行動要支援者の避難計画の検討

18

橋本市

避難行動要支援者個別支援計画をモデル地区
で策定予定であったが、支援者の選定などで難航
し策定には至らなかった。

２地区において地域主導ですでに個別支援計画
を作成していることから、取り組み方の聞き取りを
行うと共にモデル地区で課題となった点を踏まえ、
Ｒ２年度に作成したハザードマップを参照した個別
支援計画（避難計画含む）の作成に取り組む。



取組内容

ハード対策
■洪水を河川内で安全に流す対策

● パイピング対策
● 流下能力対策

貴
志
川

紀の川

貴
志
川

五條市

橋本市

九度山町

かつらぎ町

紀の川市

和歌山市

岩出市

0.9ｋｍ

0.2ｋｍ

1.5ｋｍ

0.2ｋｍ

0.5ｋｍ
1.5ｋｍ

1.1ｋｍ

0.7ｋｍ

【点検結果（要対策）凡例】

＜対策区分凡例＞

堤防への浸透

パイピング

流下能力の不足断面

水衝部の侵食に対する安全性

浸透対策 ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ対策 流下能力対策 侵食・洗掘対策

全体 6.60km 　－ 1.10km 5.50km 　－
R2末対策済 2.88km 　－ 1.10km 1.78km 　－

残 3.72km 　－ 　－ 3.72km 　－

内訳
実施区間延長
（重複無し）

■ハード対策として洪水を河川内で安全に
流す対策（堤防整備、河道掘削、質的対策）
を実施している。今後も、整備が必要な箇所
の対策を進めていく。

近畿地整

19



取組内容

ハード対策
■危機管理型ハード対策

● 堤防天端の保護
● 堤防裏法尻の補強

貴
志
川

五條市

橋本市

九度山町

かつらぎ町

紀の川市

和歌山市

岩出市5.0ｋｍ

5.0ｋｍ

0.4ｋｍ

1.7ｋｍ

0.8ｋｍ

0.8ｋｍ

2.0ｋｍ

1.2ｋｍ

0.8ｋｍ

0.8ｋｍ

0.6ｋｍ

0.6ｋｍ

0.2ｋｍ

1.0ｋｍ

0.4ｋｍ

0.6ｋｍ

0.4ｋｍ

■危機管理型ハード対策（堤防天端の保護、
裏法尻の補強）を実施している。今後も、整
備が必要な箇所の対策を進めていく。

【点検結果（要対策）凡例】

堤防法尻補強 堤防天端舗装

＜対策区分凡例＞

天端の保護 裏法尻の補強

全体 21.10km 2.80km 19.50km
R2末対策済 17.50km 2.80km 16.90km

残 2.60km 　－ 2.60km

内訳
実施区間延長（重

複無し）

近畿地整
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取組内容

ハード対策

■避難行動、水防活動に資する基盤等の整備

●水位計（水位計・量水標等）、河川監視用カメラの整備

21

取組概要 設置した河川監視カメラ

〇洪水予報河川、水位周知河川の各基準観測局における受け持ち区間内の

危険箇所や過去に浸水した箇所等を直接監視する河川監視カメラを設置

・H30年度に設置した河川監視カメラ： １６箇所

・H30年度に設置した水位計 ： ５箇所

・R元年度に設置した河川監視カメラ： ５箇所

・R2年度に設置した河川監視カメラ ： ２箇所

・R2年度に設置した水位計 ： ２箇所

カメラ標準図

カメラ詳細図

※危険箇所：洪水予報河川、水位周知河川の各基準観測局において、氾濫危険水位等の水位設定の対象となる箇所

亀の川 橋本川

下流部
上流部

和歌山県



紀の川上下流部の減災に係る次期５箇年の取組目標（案） 新規・更新項目

取組完了項目 赤文字：新規追加修正項目・機関

紀
の
川
統
管

和
歌
山
河
川

１）ソフト対策の主な取組　　①洪水に対する意識の啓発及び普及について

■ハザードマップの作成・周知等

1 ・想定最大規模降雨による洪水氾濫シミュレーションの周知 公表（紀の川・貴志川） 引き続き実施 － － － － － － － － － － － － － － ○

2 ・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図の周知 公表（和田川、亀の川、日方川、加茂川） 引き続き実施 － － － － － － － － － ○ － － － － －

3 ・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図の周知 公表（橋本川） 引き続き実施 － － － － － － － － － ○ － － － － －

4 ・過去の浸水実績を整理し、ハザードマップ等を通じて住民に周知 引き続き実施 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － － － － － －

5 ・住民に分かりやすく利活用されるハザードマップの策定・周知 に向けた検討 引き続き実施 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － － － － － －

6 ・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図の公表に伴う洪水ハザードマップの更新・周知 引き続き実施 〇 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ○ ○ － － － － － －

■防災に関する啓発活動、水害（防災）教育の拡充

7 ・防災に関する補助教材を活用し、小中学校と連携した防災に関する教育の取組 引き続き実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － － ○

8 ・防災（水防）訓練の実施 引き続き実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － － ○

9 ・避難対策ワークショップの実施 引き続き実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － － ○

10 ・沿川自治会単位での防災に関する啓発活動の実施 引き続き実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － － ○

11 ・出前講座等の実施 引き続き実施 ○ ○ ○ ○ ○ － － － － ○ － － － － －

12  ・「和歌山県防災教育指導の手引き」の更新  引き続き実施  －  －  －  －  －  －  －  －  －  ○  －  ○  －  －  －

12 ・水害被災地の視察または水害経験者を招いての講演 引き続き実施 － － － － － ○ ○ ○ ○ － － － － － －

13 「自主避難できる住民」の育成（マイ防災マップ、マイ・タイムラインの作成支援） 引き続き実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○

１）ソフト対策の主な取組　　②避難時間の確保について

■避難指示等 勧告等の発令に着目したタイムラインの作成・活用等

14 ・避難指示等 勧告等の発令に着目したタイムラインの見直し 策定 令和３年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 － － － － ○

15 ・関係者の役割分担をより明確にしたタイムラインの策定 引き続き実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － －

16
・避難のための時間を十分に確保した避難指示等 勧告を発令するためのタイムラインの検証と改
善（活用訓練等の実施）

引き続き実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 － － － － －

17 ・タイムライン作成支援 引き続き実施 － － － － － － － － － － － 〇 － － －

18 ・洪水時の河川状況等を河川管理者と関係市町が直接連絡し合うホットラインの取組 引き続き実施 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ 〇 － － － － 〇

19  ・洪水予報河川、水位周知河川にかかる検討及び水位設定の調整  平成３０年度 － － － － － － － － －  〇 － － － － －

■避難時間確保のための水防活動・体制の強化

19 ・水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練の実施 引き続き実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － －

20 ・水防団等の組織維持のため、団員の募集等の促進 引き続き実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － －

21 ・水害リスク情報の共有に向けた水防団等との共同点検の実施 引き続き実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － ○

22 ・水防訓練の実施（協議会全体） 引き続き実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23 ・水防資機材の整備 引き続き実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － －

24 ・水門、樋門、排水施設等の確実かつ的確な運用体制の確保及び点検・維持管理の実施 引き続き実施 ○ ○ ○ ○ － ○ － ○ ○ ○ － － － － ○

25 ・排水施設等について現況施設、保有資機材の情報共有 引き続き実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○

26 ・排水ポンプ車、可搬式ポンプの配備にかかる検討 引き続き実施 － － ○ ○ － 〇 〇 〇 － ○ － － － － －

■庁舎、災害拠点病院等の水害時における対応について

27 ・庁舎、災害拠点病院等に関する情報の共有 引き続き実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － － － － －

28 ・庁舎等における防災機能の確保（耐水化の検討） 引き続き実施 ○ － ○ ○ － 〇 － 〇 － － － － － － －

30  ・庁舎等における防災機能確保の検討　【２８に統合】  引き続き実施  －  －  －  －  －  〇  －  〇  －  －  －  －  －  －  －

１）ソフト対策の主な取組　　③迅速・的確な行動への備えについて

■避難行動のための情報発信等

29
・避難情報を各世帯へ確実に届けるため、防災行政無線の普及（無線のデジタル化等）及び住民へ
の周知

引き続き実施 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － － － － － －

30
・避難情報を対象者へ確実に届けるため、ケーブルテレビや防災メール、緊急速報メールへの登
録・配信サービスやＳＮＳ、ICTの活用等

引き続き実施 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － ○ 〇

31
・防災対策や住民の避難行動の判断をより分かりやすくするため、ウェブサイト、テレビで洪水予報
や河川水位、カメラ映像、気象情報の提供

引き続き実施 － － － － － － － － － 〇 － 〇 － 〇 〇

32 ・住民の避難行動を促すためのプッシュ型の洪水予報等の情報発信のための整備 引き続き実施 － － － － － － － － － 〇 － － － － 〇

33 ・洪水予報文の改良と運用・周知 引き続き実施 － － － － － － － － － － － 〇 － － 〇

34 ・わかりやすい大滝ダム放流関係情報等の提供 引き続き実施 － － － － － － － － － － － － － 〇 －

35 ・防災ポータルアプリの 開発周知 引き続き実施 － － － － － － － ○ － ○ － － － － －

■迅速・的確な行動のための訓練等の実施

36
・災害時における逃げ遅れをなくすため、地域防災訓練等で避難行動要支援者を支援する人の訓
練の実施

引き続き実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － －

37 ・沿川自治会単位での防災訓練・避難所運営訓練の実施 引き続き実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － －

■避難誘導体制について

38
・避難場所等周知のための標識の設置、避難誘導にかかる案内板・誘導灯等の検討、確認及び設
置

引き続き実施 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － － － － － － －

39 ・段階的な避難を考慮した広域避難計画の検討 引き続き実施 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － － － － － －

42  ・市町を越えた広域避難計画の検討　【39に統合】  引き続き実施  －  －  －  －  －  〇  〇  〇  〇  －  －  －  －  －  －

40 ・災害時における逃げ遅れをなくすため、避難行動要支援者の避難 個別計画の検討・作成 引き続き実施 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － － － － － －

44  ・災害時における逃げ遅れをなくすため、避難行動要支援者の避難計画の検討 【40に統合】  引き続き実施  －  －  －  －  －  〇  〇  〇  〇  －  －  －  －  －  －

41 ・要配慮者利用施設管理者等へ説明会等を実施 引き続き実施 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇 － － － － －

鉄
道
事
業
者

気
象
台

近畿地整

目標時期

取組機関

紀
美
野
町

か
つ
ら
ぎ
町

九
度
山
町

橋
本
市

五
條
市

和
歌
山
県

奈
良
県

取組項目
和
歌
山
市

海
南
市

紀
の
川
市

岩
出
市

資料-４

1



紀の川上下流部の減災に係る次期５箇年の取組目標（案） 新規・更新項目

取組完了項目 赤文字：新規追加修正項目・機関
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42 ・要配慮者利用施設の地域防災計画への記載 引き続き実施 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － － － － － － －

43 ・要配慮者利用施設への通知と避難確保計画の確認 引き続き実施 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇 － － － － －

44 ・民間施設等を活用した緊急的な避難先の検討 令和7年度 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － － － －

■氾濫水の排水

45 ・氾濫水を迅速かつ的確に排水するための排水計画の見直し 策定 令和３年度 － － － － － － － － － － － － － － 〇

■被災者支援について

46 ・被災者支援の確認、見直し 引き続き実施 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇 － 〇 － － －

２）ハード対策の主な取組

■洪水を河川内で安全に流す対策

47
・パイピング対策
・流下能力対策
・河川整備計画に基づく河川整備の推進（和田川、亀の川、日方川、加茂川、橋本川、桜谷川等）

引き続き実施 － － － － － － － － － 〇 － － － － 〇

■危機管理型ハード対策

48
・堤防天端の保護
・堤防裏法尻の補強

令和７年度 － － － － － － － － － － － － － － 〇

■避難行動、水防活動に資する基盤等の整備

49
・早期に氾濫が発生する地域等における洪水時の避難指示等 勧告等の発令判断に活用するため
カメラ・簡易水位計による ・量水標を設置し情報共有

引き続き実施 － － － － － － － － － － － － － － 〇

50 ・水防団等の水防活動を支援するためCCTVカメラ・水位計による を設置し情報共有 引き続き実施 － － － － － － － － － － － － － － 〇

51 ・水位計（水位計・量水標等）、河川監視用カメラの整備・情報共有 引き続き実施 － － － － － － － － － 〇 － － － － －

52 ・防災用資機材倉庫の整備 引き続き実施 〇 〇 〇 〇 〇 － － － － － － － － － －
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次期５箇年（R３～R７）の取組目標（案）について

紀の川下流部大規模氾濫に関する減災対策協議会

紀の川上流部大規模氾濫に関する減災対策協議会

資料－５



次期取組目標について

●「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく紀の川の取組目標の策定から、昨年度末で５年経過した。
●当初掲げていた取組目標は概ね実施できているが、水防災に対する意識の継承・再構築および
大規模水害に対する備えの充実を図るために、今後も減災に係る取組を継続するべきである。

●そこで、現取組項目に対して、継続・更新・新規項目を整理し、次期取組目標案を作成した。

1

紀の川における
取組目標

（H28～R2）

紀の川における
次期取組目標
（R3～R7）



①洪水に対する意識の啓発及び普及
■ハザードマップの作成･周知等
・想定最大規模降雨による洪水氾濫シミュレーションの周知（紀の川
・貴志川）

・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図の周知（和田川、
亀の川、日方川、加茂川）

・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図の周知（橋本川）
・過去の浸水実績を整理し、ハザードマップ等を通じて住民に周知
・住民に分かりやすく利活用されるハザードマップの策定・周知
・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図の公表に伴う
ハザードマップの更新・周知

■防災に関する啓発活動、水害（防災）教育の拡充
・防災に関する補助教材を活用し、小中学校と連携した防災に
関する教育の取組

・防災（水防）訓練の実施
・避難対策ワークショップの実施
・沿川自治会単位での防災に関する啓発活動の実施
・出前講座等の実施
・水害被災地の視察または水害経験者を招いての講演
・「自主避難できる住民」の育成（マイ防災マップ、マイ・タイムライン
の作成支援）

１）ソフト対策の主な取組

②避難時間の確保
■避難指示等の発令に着目したタイムラインの作成・活用等
・避難指示等の発令に着目したタイムラインの見直し
・関係者の役割分担をより明確にしたタイムラインの策定
・避難のための時間を十分に確保した避難指示等を発令するため
のタイムラインの検証と改善（活用訓練等の実施）
・タイムライン作成支援
・洪水時の河川状況等を河川管理者と関係市町が直接連絡し
合うホットラインの取組

■避難時間確保のための水防活動・体制の強化
・水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練の実施
・水防団等の組織維持のため、団員の募集等の促進
・水害リスク情報の共有に向けた水防団等との共同点検の実施
・水防訓練の実施（協議会全体）
・水防資機材の整備
・水門、樋門、排水施設等の確実かつ的確な運用体制の確保
及び点検・維持管理の実施

・排水施設等について現況施設、保有資機材の情報共有
・排水ポンプ車、可搬式ポンプの配備にかかる検討

■庁舎、災害拠点病院等の水害時における対応について
・庁舎、災害拠点病院等に関する情報の共有
・庁舎等における防災機能の確保（耐水化の検討）

課題対応 A,C,E
課題対応 B

課題対応 F

課題対応 Ｇ,J

課題対応 I

次期取組目標案
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２）ハード対策の主な取組
■洪水を河川内で安全に流す対策 ■危機管理型ハード対策
・パイピング対策 ・堤防天端の保護
・流下能力対策 ・堤防裏法尻の補強
・河川整備計画に基づく河川整備の推進（和田川、亀の川、日方川、
加茂川、橋本川、桜谷川等）

■避難行動、水防活動に資する基盤等の整備
・早期に氾濫が発生する地域等における洪水時の避難指示等の発令判断に活用するためカメラ・簡易水位計による情報共有
・水防団等の水防活動を支援するためカメラ・水位計による情報共有
・水位計（水位計・量水標等）、河川監視用カメラの整備・情報共有
・防災用資機材倉庫の整備

③迅速・的確な行動への備え
■避難行動のための情報発信等

・避難情報を各世帯へ確実に届けるため、防災行政無線の普及
（無線のデジタル化等）及び住民への周知

・避難情報を対象者へ確実に届けるため、ケーブルテレビや防災
メールへの、緊急速報メールへの登録・配信サービスやＳＮＳ、
ＩＣＴの活用等

・防災対策や住民の避難行動の判断をより分かりやすくするため、
ウェブサイト、テレビで洪水予報や河川水位、カメラ映像、気象
情報の提供

・住民の避難行動を促すためのプッシュ型の洪水予報等の情報
発信のための整備

・洪水予報文の改良と運用・周知
・わかりやすい大滝ダム放流関係情報等の提供
・防災ポータルアプリの周知

１）ソフト対策の主な取組

課題対応 K

課題対応 E,F

課題対応 L

課題対応 H

課題対応 K

■迅速・的確な行動のための訓練等の実施
・災害時における逃げ遅れをなくすため、地域防災訓練等で避難
行動要支援者を支援する人の訓練の実施
・沿川自治会単位での防災訓練・避難所運営訓練の実施

■避難誘導体制について
・避難場所等周知のための標識の設置、避難誘導にかかる
案内板・誘導灯等の検討、確認及び設置
・段階的な避難を考慮した広域避難計画の検討
・災害時における逃げ遅れをなくすため、避難行動要支援者の
避難計画の検討・作成
・要配慮者利用施設管理者等へ説明会等を実施
・要配慮者利用施設の地域防災計画への記載
・要配慮者利用施設への通知と避難確保計画の確認
・民間施設等を活用した緊急的な避難先の検討

■氾濫水の排水
・氾濫水を迅速かつ的確に排水するための排水計画の見直し

■被災者支援について
・被災者支援の確認、見直し

次期取組目標案

3

課題対応 J

課題対応 D

課題対応 C,E
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取組内容

①洪水に対する意識の啓発及び普及について
■防災に関する啓発活動、水害（防災）教育の拡充

項目13 「自主避難できる住民」の育成（マイ防災マップ、マイ・タイムラインの作成支援）

●マイ・タイムラインの作成等に関する学習会等を開催し、自主避難できる住民の育成を促進する。

○ 住民自らが避難するきっかけや地域の避難先・ルートなどを確認するとともに、地域として確実
に避難するための共通認識をとりまとめ、共有することを目的にワークショップを行う。

避難行動に必要な情報の例
○地区の特性
○過去の水害
○地形の特徴
○最近の雨の降り方と傾向
○浸水想定
○避難行動を判断する時に 有効な
情報・台風・降雨・河川・避難情報等
○情報を知る手段

知る
気づく
考える

各市町
和歌山県
奈良県

和歌山河川国道



取組内容

②避難時間の確保について
■避難指示等の発令に着目したタイムラインの作成・活用等

項目14 避難指示等の発令に着目したタイムラインの見直し

5

【現行取組項目】避難勧告等の発令に着目したタイムラインの策定。
【次期取組項目】避難指示等の発令に着目したタイムラインの見直し。

● 行政主体のタイムラインは作成済みである。
● 今後は、避難勧告及び避難指示が一本化されることを踏まえて、タイムラインの改善を行う。

避難勧告の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）（紀の川：岩出市）の一部抜粋

避難指示等に一本化
した内容に改める

各市町
和歌山県

和歌山河川国道
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取組内容

③迅速・的確な行動への備えについて
■迅速・的確な行動のための訓練等の実施

項目37 沿川自治会単位での防災訓練・避難所運営訓練の実施

【現行取組項目】沿川自治会単位での防災訓練の実施。
【次期取組項目】沿川自治会単位での防災訓練・避難所運営訓練の実施。

● 各市が主催する防災訓練は毎年継続実施している。
● 水害を想定した避難訓練や避難所運営訓練を継続して実施することで、住民への避難の啓発

を図る。

●水害を想定した避難訓練や避難所運営訓練を実施

第７回加古川減災対策協議会資料より転載（上記写真）

各市町
和歌山県
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取組内容

③迅速・的確な行動への備えについて
■避難誘導体制について

項目44 民間施設等を活用した緊急的な避難先の検討

● 想定最大規模洪水による浸水を想定したとき、公共施設の指定避難所だけでは、十分な緊急
避難場所を確保することが困難な場合がある。

● 民間事業者等と災害時の応援協定を締結して、民間施設等を指定緊急避難場所として活用
することを検討する。

内閣府「避難場所等の図記号の標準化の取組」ページ「JISZ9098データ集」より抜粋

各市町
和歌山県
奈良県



Ｈ30.11.28
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取組内容

③迅速・的確な行動への備えについて
■氾濫水の排水

項目45 氾濫水を迅速かつ的確に排水するための排水計画の見直し

【現行取組項目】氾濫水を迅速かつ的確に排水するための排水計画の策定。
【次期取組項目】氾濫水を迅速かつ的確に排水するための排水計画の見直し。

● 排水計画は、平成２８年度に作成済みであるが、令和２年５月に「排水作業準備計画作成の
手引き」（国土交通省水管理・国土保全局）が示された。

● 手引きに基づき、改めて排水計画の見直しを行う。

既存の排水作業計画図 新たに示された手引きで見直し実施

和歌山河川国道



文言を更新する項目について

項目１
【現行取組項目】想定最大規模降雨による洪水氾濫シミュレーションの公表。
【次期取組項目】想定最大規模降雨による洪水氾濫シミュレーションの周知（紀の川・貴志川）

● 浸水ナビに登録済みである。
● 今後は、ホームページ等による公表を継続するとともに、公共施設等へ掲示し住民への周知

を図る。また、協議会にて想定される浸水リスクを定期的に共有する。

項目２
【現行取組項目】想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図の公表（和田川、亀の川、

日方川、加茂川）
【次期取組項目】想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図の周知（和田川、亀の川、

日方川、加茂川）

項目３
【現行取組項目】想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図の公表（橋本川）
【次期取組項目】想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図の周知（橋本川）

● 浸水ナビに登録済みである。
● 今後は、ホームページ等による公表を継続するとともに、公共施設等へ掲示し住民への周知

を図る。また、協議会にて想定される浸水リスクを定期的に共有する。

● 浸水ナビに登録済みである。
● 今後は、ホームページ等による公表を継続するとともに、公共施設等へ掲示し住民への周知

を図る。また、協議会にて想定される浸水リスクを定期的に共有する。 9



文言を更新する項目について

項目５
【現行取組項目】住民に分かりやすく利活用されるハザードマップの策定・周知に向けた検討。
【次期取組項目】住民に分かりやすく利活用されるハザードマップの策定・周知。

● ハザードマップの策定は多くの機関で完了したところである。
● 今後は、ホームページ等による公表を継続するとともに、公共施設等へ掲示し住民への周知

を図る。
● 水防法の改正に伴い公表の対象となる河川については、今後策定を行っていく。

10

項目１６
【現行取組項目】避難のための時間を十分に確保した避難勧告を発令するためのタイムライン

の検証と改善（活用訓練等の実施）
【次期取組項目】避難のための時間を十分に確保した避難指示等を発令するためのタイムライ

ンの検証と改善（活用訓練等の実施）

● 避難勧告及び避難指示の一本化による文言訂正

項目２２
【現行取組項目】水防訓練の実施
【次期取組項目】水防訓練の実施（協議会全体）

● 項目８の差別化。項目８は各機関で実施。項目２３は協議会全体での訓練。



文言を更新する項目について

項目２９
【現行取組項目】避難情報を各世帯へ確実に届けるため、防災行政無線の普及

（無線のデジタル化等）
【次期取組項目】避難情報を各世帯へ確実に届けるため、防災行政無線の普及

（無線のデジタル化等）及び住民への周知

● デジタル無線の導入が進んだことから、今後は、避難情報を提供する設備の整備を引き続き
実施するとともに、地域住民への周知を図る。
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項目３３
【現行取組項目】洪水予報文の改良と運用
【次期取組項目】洪水予報文の改良と運用・周知

● 避難の切迫性等が住民に伝わるよう洪水予報文や伝達方法は、これまでも検討し改良を
行ってきた。

● 引き続き、更なる検討を進めるとともに、住民への周知を行っていく。

項目３５
【現行取組項目】防災ポータルアプリの開発
【次期取組項目】防災ポータルアプリの周知

● 平成３０年５月２９日より防災ナビアプリの運用開始。
● 令和元年６月２８日より河川水位情報や土砂災害危険度情報機能の拡充。
● 今後は、住民への更なる周知を図る。



文言を更新する項目について

項目４０
【現行取組項目】災害時における逃げ遅れをなくすため、避難行動要支援者の個別計画の作成。
【次期取組項目】災害時における逃げ遅れをなくすため、避難行動要支援者の避難計画の検討

・作成

● 上流部と下流部の取組目標について、文言を統一。

12

項目４９
【現行取組項目】早期に氾濫が発生する地域等における洪水時の避難勧告等の発令判断に

活用するため簡易水位計・量水標を設置し情報共有。
【次期取組項目】早期に氾濫が発生する地域等における洪水時の避難指示等の発令判断に

活用するためカメラ・簡易水位計による情報共有。

● 避難勧告及び避難指示の一本化による文言訂正。
● カメラ・水位計の設置が完了したことから、引き続き情報共有を図っていく。

項目５０
【現行取組項目】水防団等の水防活動を支援するためCCTVカメラを設置し情報共有。
【次期取組項目】水防団等の水防活動を支援するためカメラ・水位計による情報共有。

● カメラ・水位計の設置が完了したことから、引き続き情報共有を図っていく。



文言を更新する項目について

項目５１
【現行取組項目】水位計（水位計・量水標等）、河川監視用カメラの整備。
【次期取組項目】水位計（水位計・量水標等）、河川監視用カメラの整備・情報共有。

● 引き続き、カメラ・水位計の設置を行うとともに、情報共有を図っていく。

13



【機密性２】

作成日_作成担当課_用途_保存期間発出元 → 発出先

紀の川流域における浸水対策検討会

＜目的＞
紀の川流域における浸水対策検討会は、平成２９年１０月の前線や台風第２１号による降雨により紀の川沿川
各所で浸水被害が発生したことを受け、浸水被害についての情報共有を図るとともに、今後の浸水対策に関し
て関係市町、県及び国が議論し、効果的かつ効率的な整備につなげることを目的とする。

和歌山市長

岩出市長

紀の川市長

かつらぎ町長

九度山町長

橋本市長

五條市長

和歌山県 県土整備部長

奈良県 県土マネジメント部長

近畿農政局 和歌山平野農地防災事業所長

近畿地方整備局 紀の川ダム統合管理事務所長

近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所長

開催回 開催日 検討内容

第1回 平成30年 1月26日 台風21号による浸水被害状況と浸水対策の現状

第2回 平成30年11月27日 今後の浸水対策の進め方の確認

第3回 令和元年10月 4日 台風21号による浸水発生要因の分析結果

第4回 令和 2年 5月29日
（書面開催）

国・県の既存の事業計画（河川整備計画等）で定め
られた事業を完成させた時点での浸水対策の効果

第5回 令和3年3月22日 対策メニューのとりまとめ。今後のフォローアップ

第５回浸水対策検討会 開催状況（R3.3.22）

目的

構成員 開催状況

資料－６
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【機密性２】

作成日_作成担当課_用途_保存期間発出元 → 発出先

●第5回検討会において、床下浸水被害の軽減等の更なる
被害軽減に向けた検討を継続すべきとの意見があったこ
とについて、検討会後に各市町に今後の検討方針の確認
を行った。

●全市町※とも「個別協議」での継続が必要。
（※和歌山市・岩出市・紀の川市・かつらぎ町・橋本市・五條市）

●特に、西田井地区（和歌山市）、新町地区（五條市）は、
国の技術的支援を引き続き要望。

国・県・市町で、引き続き協議を実施していく。

紀の川流域における浸水対策検討会

関係機関がそれぞれの役割分担の下
で連携して取り組むべきハード対策の
抽出・整理を行い、特に被害の甚大な
床上浸水の解消に向けて一定の効果を
確認。

更なる浸水被害の軽減にはソフト対
策を中心に制度的な観点も含めて各市
町で様々な取組を整理。

今回のとりまとめを以て、本検討会
としての目的・役割は一定果たせたも
のと判断し、全体での協議の場は一旦
区切りを付ける。

検討会の成果 とりまとめ事例

浸水対策検討会の今後の展開

紀の川流域における浸水対策検討会

浸水対策検討会で確認した対策は、各機関で事業計画等
に反映後、各協議会でフォローアップを実施。

紀の川
流域治水協議会

流域治水プロジェクト
への反映

紀の川大規模
氾濫に関する

減災対策協議会

連携

対策メニューのフォローアップの仕組み

2
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「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく 

 

 

紀の川（下流部）の減災に係る取組方針 

（案） 

 

 

 

 

 

令和３年６月７日 

 

紀の川下流部大規模氾濫に関する 

減災対策協議会 
 

和歌山市、海南市、岩出市、紀の川市、紀美野町、和歌山県 

西日本旅客鉄道株式会社、南海電気鉄道株式会社、和歌山電鐵株式会社 

和歌山地方気象台、紀の川ダム統合管理事務所、和歌山河川国道事務所 

①旧取組方針（R1.6.6） ②新取組方針案（R3.6.7）赤字改正箇所 

資料７① 
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１．はじめに 

 

平成 27 年 9 月関東・東北豪雨では、鬼怒川下流部の堤防決壊などにより、氾 

濫流による家屋の倒壊・流失や広範囲かつ長期間の浸水が生じた。また、これ 

らに避難の遅れも加わり、近年の水害では類を見ないほどの多数の孤立者が発 

生した。 

 

 

このようなことから、国土交通大臣から社会資本整備審議会会長に対して「大 

規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について」が諮問され、平成 

27 年 12 月 10 日に「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方につい 

て～社会意識の変革による「水防災意識社会」の再構築に向けて～」が答申さ 

れた。 

 

 

国土交通省では、この答申を踏まえ、新たに「水防災意識社会 再構築ビジ 

ョン」として、全ての直轄河川とその氾濫により浸水のおそれのある市町村（109 

水系、730 市町村）において、平成 32 年度を目処に水防災意識社会を再構築す 

る協議会を新たに設置して減災のための目標を共有し、ハード・ソフト対策を 

一体的・計画的に推進することとした。 

 

   紀の川流域の地形は、中央構造線に沿って北側に和泉山脈、南側に紀伊山地 

が迫り、東西に細長くなっている。上流部は、台高山地、大峰山脈、竜門山地 

に挟まれた渓谷であり、中流部は橋本川合流点付近から岩出市にかけて北側に 

発達した河岸段丘が続き、下流部は、沖積平野が広がっていることもあり、下 

流部で紀の川が氾濫した場合広範囲に浸水する地形となっている。 

 

 

   以上の下流地域の特徴を反映し減災に向けた取組を行うため、平成 28 年 6 月 

23 日に「紀の川下流部大規模氾濫に関する減災対策協議会」（以下「本協議会」 

という。）を設立した。さらに、平成 29 年 5 月の水防法改正に伴い、和歌山県 

管理河川を対象河川に追加することとし、構成機関として海南市、紀美野町が 

本協議会に加わることとなった。 

 

本協議会では、平成 25 年台風第 18 号出水および平成 27 年 9 月関東・東北豪 

雨における水害対応の状況とその課題を踏まえつつ、想定最大規模降雨による 

洪水が発生した場合、現在の避難所のみでは対応できず広域避難も考慮してい 

くことが重要となってきている点も鑑み、平成 32 年度までに、円滑かつ迅速な 

避難、的確な水防活動等、大規模氾濫時の減災対策として各構成機関が計画的・ 
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一体的に取り組む事項について、積極的かつ建設的に検討を進め、今般その結 

果を「紀の川（下流部）の減災に係る取組方針」（以下「取組方針」という。） 

としてとりまとめたところである。 

 

   取組方針に従い、令和２年度を目途に水防災意識社会再構築の実現を目指し 

て、取り組みを実施してきたが、平成 30 年 7 月豪雨を踏まえ、平成 30 年 12 月 

13 日に社会資本整備審議会より「大規模広域豪雨を踏まえた水災害対策のあり 

方について」が答申されたことから、令和３年度より概ね５箇年を目途とする 

新たな取組方針を策定した。 

 

今後、本協議会の各構成機関は、本取組方針に基づき連携して減災対策に取 

り組み、毎年出水期までに協議会を開催し、進捗状況を定期的に確認するフォ 

ローアップを行うこととする。 

なお、本取組方針は、本協議会規約第 5条に基づき、紀の川下流市町（和歌 

山市、海南市、岩出市、紀の川市、紀美野町）を対象に作成したものである。 
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２．本協議会の構成員 

 

本協議会の構成員とそれぞれ構成員が所属する機関（以下「構成機関」とい 

う。）は、以下のとおりである。 

構成機関 構成委員 

 

和歌山市 

 

海南市 

 

岩出市 

 

紀の川市 

 

紀美野町 

 

和歌山県 

 

気象庁 和歌山地方気象台 

 

国土交通省 近畿地方整備局 

紀の川ダム統合管理事務所 

 

国土交通省 近畿地方整備局 

和歌山河川国道事務所 

 

西日本旅客鉄道株式会社 

 

南海電気鉄道株式会社 

 

和歌山電鐵株式会社 

 

市長 

 

市長 

 

市長 

 

市長 

 

町長 

 

県土整備部長 

 

台長 

 

所長 

 

 

所長 

 

 

和歌山支社長 

 

鉄道営業本部 工務部長 

 

鉄道部長 
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３．紀の川の概要と主な課題 

 

紀の川は日本の中でも最多雨地帯として知られる大台ヶ原から始まり、支川 

を集めながら中央構造線に沿って流れ紀伊水道に注ぐ流域面積 1,750km2、幹線 

流路延長 136km の一級河川である。 

   その流域は、上流は奈良県、下流は和歌山県にまたがり、和歌山市や橋本市、 

五條市など吉野・紀北地方の社会・経済・文化の基盤をなしている。 

また、和歌山県伊都郡九度山町や奈良県五條市等については、今も無堤とな 

っている区間も多い。 

しかし、紀の川の基本高水のピーク流量は比較的大きく、基準地点の船戸に 

おいて 16,000m3/s であるが、上流には洪水を調節する大滝ダムがあり、洪水を 

一時的に貯めるなど洪水流量を調節することで、下流への洪水流量を減らし、 

洪水被害を軽減している。 

堤防が決壊した場合には人口・資産が集積した下流部に氾濫水が拡散し、甚 

大な被害が発生する特性を有している。 

 

 

 

過去の被害としては、下流の貴志川流域に降雨が集中した昭和 28 年 7 月の前 

線による降雨で死傷者 981 人、家屋全半壊 1,327 戸、床上浸水 2,103 戸、床下 

浸水 8,165 戸(那賀郡と伊都郡の合計)の甚大な被害が発生した他、昭和 28 年 9 

月の台風第 13 号（死傷者 91 人、家屋全半壊 1,546 戸、床上浸水 4,035 戸、床 

下浸水 7,473 戸）、昭和 40 年 9 月洪水（家屋浸水：約 3,400 戸）、昭和 34 年 9 

月の伊勢湾台風（死傷者 71 人、家屋全半壊 347 戸、床上浸水 3,180 戸、床下浸 

水 1,917 戸）、昭和 58 年 9 月（家屋浸水：約 2,000 戸）等の甚大な被害が多数 

発生している。 

また、近年発生した平成 2年台風第 19 号など、堤防の決壊による浸水被害は 

ないものの護岸の損傷や内水被害（河川に排水できずに氾濫した水による被害） 

が発生している。 

 

 

紀の川の河川整備は、直轄事業としては、大正 6年 9月の大洪水を契機とし 

て、同洪水を対象とした紀の川改修計画を策定したことに始まる。その後、平 

成 17 年 11 月に河川整備基本方針、平成 24 年 12 月に河川整備計画を策定して、 

堤防断面や河道断面が不足している区間の河川整備を計画的に進めてきている。 

近年では、下流部において紀の川大堰が完成した。紀の川大堰は、紀の川水 

系工事実施基本計画に基づき、昭和 46 年に予備調査を開始し、昭和 53 年には 

実施計画調査、昭和 62 年に建設事業に着手した。 
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   紀の川大堰事業は、平成 15 年 3 月に堰本体が完成し、平成 15 年 6 月より暫 

定運用を開始した。 

   その後、利水計画を変更するとともに、治水計画についても戦後最大規模の 

洪水を安全に流下させる河道を整備することを目標に、紀の川大堰事業の基本 

計画変更を行った。 

   平成 21 年度より、計画変更にあわせた河道の掘削やＪＲ橋梁の架替など関連 

工事を行い、平成 23 年 3 月 30 日に事業が完了した。 

 

このように、治水対策（ハード対策）は計画的に進められているところであ 

るが、流域内の治水安全度は未だに低く（1/10 未満）、中流域においては無堤区 

間が未だに多く残され、浸水被害の頻発を余儀なくされているほか、平成 28 年 

6 月 14 日に公表された想定最大規模の洪水浸水想定区域図では、広範囲な浸水 

被害の発生が想定されている。 
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４．現在の取組状況、課題 

 

平成 27 年 9 月関東・東北豪雨や平成 28 年 8 月台風 10 号等の一連の台風に伴 

う水害において、多数の孤立者が発生する要因の一つとなったこと、避難勧告 

等の発令の遅れや住民の自主的避難が十分ではなかったこと、また土のう積み 

等の水防活動が十分にできなかったことは、これまでの水害対策における課題 

があることを浮き彫りにした。 

   上記を鑑み、本協議会では洪水の浸水想定等のリスク情報を共有するととも 

に、各構成機関がそれぞれ又は連携して実施している現在の減災に係る取組状 

況及び課題は以下のとおりである。 

 

 

①情報伝達、避難計画等に関する事項 

項 目 ○現状 と ●課題 
課題整理

記号 

想定される浸水リスクの

周知について 

○紀の川及び貴志川の直轄河川管理区間の想

定最大規模降雨における洪水浸水想定区域

を和歌山河川国道事務所のウェブサイトで

公表している。 

○県管理の和田川、亀の川、日方川、加茂川

の想定最大規模降雨における洪水浸水想定

区域図を県ホームページで公表している。 

○過去の浸水実績を洪水ハザードマップ等で

公表している。 

○紀の川の直轄河川管理区間の想定最大規模

降雨における洪水氾濫シミュレーションを

公表している 

 

●浸水エリアに関する情報や周知が不足して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 
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避難指示等の発令につい

て 

○国・県・各市町において、河川水位と避難

指示等の発令時期などに関するタイムライ

ンを改定中である。 

○避難情報の発令に関する「和歌山県避難情

報の判断・伝達マニュアル作成のモデル基

準」を策定する予定である。 

〇洪水予報河川、水位周知河川で水位設定を

行っている。 

○洪水警報、危険水位等について、関係機関

へ通知している。 

 

●国・各市町以外の関係者も含め、役割分担

を明確にしたタイムラインが作成されてい

ない。 

●策定されたタイムラインの実効性の検証が

されていない。 

●紀の川沿川での企業操業が増え、ひとたび

氾濫による浸水が発生した場合の社会・経

済活動の低下が危惧される。 

●台風等の襲来に際し、事前の備えや出水へ

の対応など、体系的な整理と検証が必要で

ある。 

●より的確なタイミングで詳細な情報共有が

必要である。 

 

 

Ｂ 
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避難場所、避難経路につ

いて 

○計画規模での洪水浸水想定区域図等をもと

に各市町にて洪水ハザードマップを公表

し、避難場所等を示している。 

○避難誘導に係る案内看板・誘導灯等は概ね

整備されている。 

 

 

 

●想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域

図の公表に伴う洪水ハザードマップの作

成、避難場所・避難経路の見直しが必要で

ある。 

●避難場所・避難経路の見直しに伴う避難誘

導に係る案内看板・誘導灯等の検討が必要

である。 

●想定最大規模の浸水を考慮した広域避難計

画の具体的な内容の検討が必要である。 

Ｃ 

住民等への情報伝達体制

や方法について 

○防災行政無線のデジタル化整備を進めてい

る。 

○防災メール、緊急速報メール、ＳＮＳ、Ｉ

ＣＴ等で情報発信されている。 

○ウェブサイト、テレビ等で洪水予報や河川

水位、カメラ映像、気象情報のリアルタイ

ム情報の提供を実施している。 

 

 

●防災行政無線に難聴区域がある。 

●近年、紀の川の氾濫による被害がないた

め、避難情報を配信しても避難に繋がって

いない。 

●現在の洪水予報文では、対象区域・切迫感

が伝わりにくいことが懸念される。 

●より的確なタイミングでの分かり易い情報

提供が必要である。 

Ｄ 

避難誘導体制について ○避難行動要支援者名簿が作成されている。 

○要配慮者利用施設管理者等へ説明会等を実

施している。 

 

●避難行動要支援者の避難誘導体制が十分で

ない。 

Ｅ 
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●要支援者の訓練参加を促進するため、訓練

実施にあたって配慮や工夫が必要である。 

●要配慮者利用施設における避難確保計画の

早期策定が必要である。 

避難・防災に関する啓発

活動について 

○小中学校において防災教育を実施してい

る。 

○中学生を対象とした防災ジュニアリーダー

を育成している。 

○出前講座や研修を実施している。 

○地域防災の人材育成のため、防災士資格試

験の費用を補助している。 

○自治会単位での啓発活動、防災訓練を実施

している。 

○「和歌山県防災教育の手引き」を作成し、

防災教育を実施している。 

○避難対策ワークショップ運営の手引きを作

成している。 

○地域防災リーダーを育成するため、防災に

関する知識、技術を学ぶ講座「紀の国防災

人づくり塾」を開催している。 

 

●近年、紀の川で大きな出水がなく、氾濫に

対する危機意識の低下が懸念される。 

●洪水災害に対する危機意識の更なる向上が

必要である。 

Ｆ 

 

 

②水防に関する事項  

項 目 ○現状 と ●課題 
課題整理

記号 

水防体制の強化について ○河川管理者と各市町の共同で重要水防箇所

等の点検が実施されている。 

○水防訓練が実施されている。 

○ポスターの掲示等により随時水防団員を募

集している。 

○水防資機材倉庫が概ね整備されている。 

○水防資機材の点検を毎年実施し、補充を行

っている。 
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●水防技術の熟練者が少なくなってきてい

る。 

●水防団員が高齢化してきている。 

●水防団員が減少すると、十分な水防活動を

行えない。 

●より円滑な水防活動を実施する必要があ

る。 

Ｇ 

河川水位等の情報の提供 ○基準地点等の観測箇所では水位計を設置し

情報が公開されている。 

○わかりやすい気象警報等の情報発信をして

いる。 

○大雨による土砂災害警戒判定メッシュ情報

を配信している。 

○ウェブサイト、テレビで洪水予報、河川水

位、カメラ映像、気象情報のリアルタイム

情報の提供を実施している。 

○洪水警報、危険水位等について、関係機関

へ通知している。 

○洪水情報のプッシュ配信がされている。 

 

●基準点等の河川水位しか情報提供されてい

ない。 

●より的確なタイミングでの詳細な情報共有

が必要である。 

Ｈ 

庁舎、災害拠点病院等の水害時

における対応について 

○庁舎の耐水化は概ね実施している。 

○災害拠点病院との連絡体制が概ね確立され

ている。 

 

●災害拠点病院との情報伝達体制の確立が必

要である。 

●想定最大規模の浸水時の防災機能確保の検

討が必要である。 

Ｉ 

 

 

③氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する事項 

項 目   ○現状 と ●課題 
課題整理

記号 

排水施設、排水資機材の操作・

運用について 

○災害時には、国が排水ポンプ車を派遣し、

復旧活動を支援する用意がある。 
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○県は海草、那賀建設部に排水ポンプ車を配

備している。 

○岩出市で排水ポンプ車を１台、紀の川市で

排水ポンプ車を２台配備している。 

○各市町で消防用ポンプを所有している。 

○排水施設等を整備している。 

●想定最大規模降雨による洪水時の各市町の

浸水箇所に対する排水ポンプ車配置計画が

作成されていない。 

●水害の頻発・激甚化に対して、排水機材や排

水施設が不足・機能しない可能性がある。 

Ｊ 

 

④河川管理施設の整備について 

項 目 ○現状 と ●課題 
課題整理

記号 

堤防等河川管理施設の現在の整

備状況について 

○流下能力対策等の河川改修が実施されてい

る。 

○国・県管理河川に水位計・WEB カメラを設置

している。 

 

●流下能力対策等の未整備区間がある。 

●計画断面に対して、堤防の高さや幅が不足

している区間があり、完成堤防とするには

時間・費用を要する。 

Ｋ 

 

⑤被災後の早期復旧・復興に関する事項 

項 目 ○現状 と ●課題 
課題整理

記号 

被災者支援について ○地域防災計画で被災者支援を規定してい

る。 

 

●想定最大規模の浸水に対して、支援の有効

性を確認する必要がある。 

Ｌ 
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５．減災のための目標 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５．減災のための目標 

 

紀の川は、治水安全度が未だに低く、下流部に多くの人口・資産を抱える市 

街地があり、堤防が決壊した場合には、氾濫水は下流部に拡散して、甚大な被 

害が発生する恐れがある。そのため、「円滑かつ迅速な避難」、「的確な水防活動」 

「円滑かつ迅速な氾濫水の排水」を実現するため、各構成機関が連携して令和 

７年度までに達成すべき減災のための目標は以下のとおりとした。 

 

【５年間で達成すべき目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記目標達成に向け、以下の項目を柱とした取組を実施する。 

 

 

○洪水に対する意識の啓発および普及 

 

○避難時間の確保 

 

○迅速・的確な行動への備え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紀の川では、近年、大規模な氾濫が発生しておらず、水防災意識の低下 

が懸念されるところ。今後起こりうる大規模氾濫における沿川住民の安全 

・安心を確実なものにするため、 

「水害に強い地域」をつくるための水防災意識が、現在及び将来世代に 

確実に普及・継承することを目指す。 
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６．概ね５年間で実施する取組 

 

本協議会では、前述の「洪水に対する意識の啓発および普及」「避難時間の確 

保」及び「迅速・的確な行動への備え」を柱とし、各構成機関が今後５年間で 

実施していく取組内容をとりまとめるにあたり、「大規模氾濫に対する減災のた 

めの治水対策のあり方について～社会意識の変革による「水防災意識社会」の 

再構築に向けて～」及び「中小河川における水防災意識社会の再構築のあり方 

について」に示された実施すべき対策について、現在すでに取組まれている内 

容やその取組み時の課題・改善点を抽出するとともに、新たに取組みが必要な 

内容についても、現在考えられる課題を整理した上でより実効性のある内容と 

なるよう議論した。 
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また、特に紀の川下流部では想定最大規模降雨による洪水が発生した場合、 

現在の避難所のみでは対応できず、広域避難も考慮していくことが重要になっ 

てきている点も踏まえ、各構成機関が連携して令和７年度までに取り組む内容を 

以下のとおり取りまとめた。 

 

１）ソフト対策の主な取組 

   各構成機関が実施するソフト対策のうち、主な取組項目については、以下の 

とおりである。 

 

 

 

①洪水に対する意識の啓発及び普及について 

主な取組項目 目標時期 取組機関 
課題の

対応 

ハザードマップ

の作成･周知等 

・想定最大規模降雨による洪水氾 

濫シミュレーションの周知（紀

の川・貴志川） 

引き続き 

実施 

 

近畿地整 Ａ 

・想定最大規模降雨による洪水浸 

水想定区域図の周知（和田川、 

亀の川、日方川、加茂川） 

引き続き 

実施 

 

和歌山県 Ａ 

・過去の浸水実績を整理し、ハザ 

ードマップ等を通じて住民に周

知 

引き続き 

実施 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

岩出市 

紀美野町 

Ａ 

・住民に分かりやすく利活用され 

るハザードマップの策定・周知  

引き続き 

実施 

 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

岩出市 

紀美野町 

 

Ｃ 

・想定最大規模降雨による洪水浸 

水想定区域図の公表に伴う洪水 

ハザードマップの更新・周知 

引き続き 

実施 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

岩出市 

紀美野町 

Ｃ 

防災に関する啓

発活動、水害（防

災）教育の拡充 

・防災に関する補助教材を活用

し、小中学校と連携した防災に

関する教育の取組 

引き続き 

実施 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

岩出市 

Ｆ 
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紀美野町 

和歌山県 

気象台 

近畿地整 

・防災（水防）訓練の実施 引き続き 

実施 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

岩出市 

紀美野町 

和歌山県 

気象台 

近畿地整 

Ｆ 

・避難対策ワークショップの実施 引き続き 

実施 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

岩出市 

紀美野町 

和歌山県 

気象台 

近畿地整 

Ｆ 

・沿川自治会単位での防災に関す 

る啓発活動の実施 

引き続き 

実施 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

岩出市 

紀美野町 

和歌山県 

気象台 

近畿地整 

Ｆ 

・出前講座等の実施 引き続き 

実施 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

岩出市 

紀美野町 

和歌山県 

Ｆ 

・「自主避難できる住民」の育成（マ

イ防災マップ、マイ・タイムライ

ンの作成支援 

引き続き 

実施 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

岩出市 

紀美野町 
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和歌山県 

近畿地整 

 

②避難時間の確保について 

主な取組項目 目標時期 取組機関 
課題の対

応 

避難指示等の発令

に着目したタイム

ラインの作成・活

用等   

・避難指示等の発令に着目した 

タイムラインの見直し 

令和 3 年度 

 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

岩出市 

紀美野町 

和歌山県 

近畿地整 

Ｂ 

・関係者の役割分担をより明確に 

したタイムラインの策定 

引き続き 

実施 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

岩出市 

紀美野町 

Ｂ 

・避難のための時間を十分に確保 

した避難指示等を発令するため

のタイムラインの検証と改善 

（活用訓練等の実施） 

引き続き 

実施 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

岩出市 

紀美野町 

和歌山県 

Ｂ 

・タイムライン作成支援 引き続き 

実施 

気象台 

 

Ｂ 

・洪水時の河川状況等を河川管理 

者と関係市町が直接連絡し合う

ホットラインの取組 

引き続き 

実施 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

岩出市 

紀美野町 

和歌山県 

近畿地整 

Ｂ 

避難時間確保のた

めの水防活動・体

制の強化 

・水防団等への連絡体制の再確認 

と伝達訓練の実施 

引き続き 

実施 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

岩出市 

紀美野町 

和歌山県 

Ｇ 



19 
 

 

 

 

・水防団等の組織維持のため、団 

員の募集等の促進 

引き続き 

実施 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

岩出市 

紀美野町 

Ｇ 

・水害リスク情報の共有に向けた 

水防団等との共同点検の実施 

引き続き 

実施 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

岩出市 

紀美野町 

近畿地整 

Ｇ 

・水防訓練の実施（協議会全体） 引き続き 

実施 

協議会 

全体 

 

 

 

Ｇ 

・水防資機材の整備 引き続き 

実施 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

岩出市 

紀美野町 

和歌山県 

Ｇ 

・水門、樋門、排水施設等の確実 

かつ的確な運用体制の確保及び

点検・維持管理の実施 

引き続き 

実施 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

岩出市 

和歌山県 

近畿地整 

 

Ｇ 

・排水施設等について現況施設、 

保有資機材の情報共有 

引き続き 

実施 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

岩出市 

紀美野町 

和歌山県 

近畿地整 

 

Ｊ 
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・排水ポンプ車、可搬式ポンプの 

配備にかかる検討 

引き続き 

実施 

紀の川市 

岩出市 

和歌山県 

 

 

Ｊ 

庁舎、災害拠点病

院等の水害時にお

ける対応について 

・庁舎、災害拠点病院等に関する 

情報の共有 

引き続き 

実施 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

岩出市 

紀美野町

和歌山県 

Ｉ 

・庁舎等における防災機能の確保

（耐水化の検討） 

引き続き 

実施 

和歌山市 

紀の川市 

岩出市 

Ｉ 

 

 

 

③迅速・的確な行動への備えについて 

主な取組項目 目標時期 取組機関 
課題の対

応 

避難行動のため 

の情報発信等 

・避難情報を各世帯へ確実に届け 

るため、防災行政無線の普及 

（無線のデジタル化等）及び住民

への周知 

引き続き 

実施 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

岩出市 

紀美野町 

Ｄ 

・避難情報を対象者へ確実に届け 

るため、ケーブルテレビや防災メ

ール、緊急速報メールへの登録・

配信サービスやＳＮＳ、ＩＣＴの

活用等 

引き続き 

実施 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

岩出市 

紀美野町 

和歌山県 

気象台 

近畿地整 

Ｄ 

・防災対策や住民の避難行動の判 

断をより分かりやすくするため、

ウェブサイト、テレビで洪水予報

や河川水位、カメラ映像、気象情

報の提供 

引き続き 

実施 

和歌山県 

気象台 

近畿地整 

Ｄ 
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・住民の避難行動を促すためのプ 

ッシュ型の洪水予報等の情報発

信のための整備 

引き続き 

実施 

和歌山県 

近畿地整 

Ｄ 

・洪水予報文の改良と運用・周知 引き続き 

実施 

気象台 

近畿地整 

Ｄ 

・防災ポータルアプリの周知 引き続き 

実施 

和歌山県 Ｄ 

迅速・的確な 

行動のための 

訓練等の実施 

・災害時における逃げ遅れをなく 

すため、地域防災訓練等で避難 

行動要支援者を支援する人の訓

練の実施 

引き続き 

実施 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

岩出市 

紀美野町 

 

Ｅ 

・沿川自治会単位での防災訓練・

避難所運営訓練の実施 

引き続き 

実施 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

岩出市 

紀美野町 

和歌山県 

Ｆ 

避難誘導体制 

について 

・避難場所等周知のための標識の 

設置、避難誘導にかかる案内

板・誘導灯等の検討、確認及び

設置 

引き続き 

実施 

 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

岩出市 

紀美野町 

Ｃ 

・段階的な避難を考慮した広域避 

難計画の検討 

引き続き 

実施 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

岩出市 

紀美野町 

 

Ｃ 

・災害時における逃げ遅れをなく 

すため、避難行動要支援者の避

難計画の検討・作成 

 

引き続き 

実施 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

岩出市 

紀美野町 

Ｅ 

・要配慮者利用施設管理者等へ説 

明会等を実施 

引き続き 

実施 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

Ｅ 
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岩出市 

紀美野町 

和歌山県 

 

・要配慮者利用施設の地域防災計 

画への記載 

引き続き 

実施 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

岩出市 

紀美野町 

Ｅ 

・要配慮者利用施設への通知と避 

難確保計画の確認 

引き続き 

実施 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

岩出市 

紀美野町 

和歌山県 

Ｅ 

・民間施設等を活用した緊急的な

避難先の検討 

令和 7 年度 

 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

岩出市 

紀美野町 

和歌山県 

 

氾濫水の排水 ・氾濫水を迅速かつ的確に排水す 

るための排水計画の見直し 

令和 3 年度 

 

近畿地整 Ｊ 

被災者支援につ

いて 

・被災者支援の確認、見直し 

 

引き続き 

実施 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

岩出市 

紀美野町 

和歌山県 

気象台 

Ｌ 

 

２）ハード対策の主な取組 

各機関が実施するハード対策のうち、主な取組項目については、以下のとお 

りである。 

なお、近年、内水被害が顕著に発生していることから、本協議会の下部組織 

として立ち上げた「紀の川流域における浸水対策検討会」で内水被害軽減に向 

けた検討を行い、特に被害が甚大な床上浸水を解消する対策のとりまとめを行 

った。今後は、更なる被害軽減に向け、継続して協議する。 
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主な取組項目 目標時期 取組機関 
課題の対

応 

洪水を河川内で

安全に流す対策 

・パイピング対策 

・流下能力対策 

・河川整備計画に基づく河川整備 

 の推進（和田川、亀の川、日方川、 

 加茂川等） 

引き続き 

実施 

和歌山県 

近畿地整 

Ｋ 

危機管理型 

ハード対策 

・堤防天端の保護 

・堤防裏法尻の補強 

令和 7 年度 近畿地整 Ｋ 

避難行動、水防 

活動に資する 

基盤等の整備 

・早期に氾濫が発生する地域等におけ

る洪水時の避難指示等の発令判断に

活用するためカメラ・簡易水位計に

よる情報共有 

引き続き 

実施 

近畿地整 Ｈ 

・水防団等の水防活動を支援するため

カメラ・水位計による情報共有 

引き続き 

実施 

近畿地整 Ｈ 

・水位計（水位計・量水標等）、河川監

視用カメラの整備・情報共有 

引き続き 

実施 

和歌山県 
Ｈ 

・防災用資機材倉庫の整備 引き続き 

実施 

和歌山市 

海南市 

紀の川市 

岩出市 

紀美野町 

Ｇ 

 

 
 
７．フォローアップ 

   各構成機関の取組内容については、必要に応じて、防災業務計画や地域防災 

計画、河川整備計画等に反映することなどによって責任を明確にし、組織的、 

計画的、継続的に取り組むことが重要である。 

そのため、適宜幹事会を開催し取組状況及び課題を共有し取組内容の進捗を 

図るとともに、原則として、本協議会を毎年出水期前までに開催し、取組の進 

捗状況を確認し、必要に応じて技術開発の動向等を収集した上で取組方針を見 

直すこととする。 

また、実施した取組についても訓練等を通じて習熟、改善を図る等、継続的 

なフォローアップを行うこととする。 
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①旧取組方針（R1.6.6） ②新取組方針案（R3.6.7）赤字改正箇所 

 
 

 
 
 
 

 

「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく 

 

 

紀の川（上流部）の減災に係る取組方針 

（案） 

 

 

 

 

 

令和３年６月７日 

 

紀の川上流部大規模氾濫に関する 

減災対策協議会 
 

かつらぎ町、九度山町、橋本市、五條市、和歌山県、奈良県、 

西日本旅客鉄道株式会社、南海電気鉄道株式会社 

和歌山地方気象台、奈良地方気象台、 

紀の川ダム統合管理事務所、和歌山河川国道事務所 

 

 

 

資料７② 
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１．はじめに 

 

平成 27 年 9 月関東・東北豪雨では、鬼怒川下流部の堤防決壊などにより、氾 

濫流による家屋の倒壊・流失や広範囲かつ長期間の浸水が生じた。また、これ 

らに避難の遅れも加わり、近年の水害では類を見ないほどの多数の孤立者が発 

生した。 

 

このようなことから、国土交通大臣から社会資本整備審議会会長に対して「大 

規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について」が諮問され、平成 

27 年 12 月 10 日に「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方につい 

て～社会意識の変革による「水防災意識社会」の再構築に向けて～」が答申さ 

れた。 

 

国土交通省では、この答申を踏まえ、新たに「水防災意識社会 再構築ビジ 

ョン」として、全ての直轄河川とその氾濫により浸水のおそれのある市町村（109 

水系、730 市町村）において、平成 32 年度を目処に水防災意識社会を再構築す 

る協議会を新たに設置して減災のための目標を共有し、ハード・ソフト対策を 

一体的・計画的に推進することとした。 

 

   紀の川流域の地形は、中央構造線に沿って北側に和泉山脈、南側に紀伊山地 

が迫り、東西に細長くなっている。上流部は、台高山地、大峰山脈、竜門山地 

に挟まれた渓谷であり、中流部は橋本川合流点付近から岩出市にかけて北側に 

発達した河岸段丘が続き、下流部は、沖積平野が広がっている。 

 

   本取組方針の対象市町となる、かつらぎ町、九度山町、橋本市及び五條市に 

おける紀の川の状況は、最上流部に位置する五條市の直轄管理区間上流約 37km 

に大滝ダムがあり、洪水時には洪水調節を行っている。また、堤防が未整備と 

なっている箇所も依然存在し紀の川本川が氾濫して浸水被害が発生する危険性 

がある。 

 

   以上の地域の特徴を反映し減災に向けた取組を行うため、平成 28 年 6 月 30 

日に「紀の川上流部大規模氾濫に関する減災対策協議会」（以下「本協議会」と 

いう。）を設立した。さらに、平成 29 年 5 月の水防法改正に伴い、和歌山県管 

理河川を対象河川に追加することとなった。 

 

本協議会では、平成 25 年台風第 18 号出水および平成 27 年 9 月関東・東北豪 
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雨における水害対応の状況とその課題を踏まえつつ、洪水による避難情報や大 

滝ダムの放流関係情報等の効果的な沿川住民への伝達、近年大規模な氾濫が発 

生していないことによる水防災意識の低下がみられ、その意識向上を図ること 

などを目標に、平成 32 年度までに、円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動等、 

大規模氾濫時の減災対策として各構成機関が計画的・一体的に取り組む事項に 

ついて、積極的かつ建設的に検討を進め、今般その結果を「紀の川（上流部） 

の減災に係る取組方針」（以下「取組方針」という。）としてとりまとめたとこ 

ろである。 

 

取組方針に従い、令和２年度を目途に水防災意識社会再構築の実現を目指し 

て、取り組みを実施してきたが、平成 30 年 7 月豪雨を踏まえ、平成 30 年 12 

月 13 日に社会資本整備審議会より「大規模広域豪雨を踏まえた水災害対策の 

あり方について」が答申されたことから、令和３年度より概ね５箇年を目途と 

する新たな取組方針を策定した。 

 

今後、本協議会の各構成機関は、本取組方針に基づき連携して減災対策に取 

り組み、毎年出水期までに協議会を開催し、進捗状況を定期的に確認するフォ 

ローアップを行うこととする。 

なお、本取組方針は、本協議会規約第 5条に基づき、紀の川上流市町（かつ 

らぎ町、九度山町、橋本市、五條市）を対象に作成したものである。 
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２．本協議会の構成員 

 

本協議会の構成員とそれぞれ構成員が所属する機関（以下「構成機関」とい 

う。）は、以下のとおりである。 

構成機関 構成委員 

 

かつらぎ町 

 

九度山町 

 

橋本市 

 

五條市 

 

和歌山県 

 

奈良県 

 

気象庁 和歌山地方気象台 

 

気象庁 奈良地方気象台 

 

国土交通省 近畿地方整備局 

紀の川ダム統合管理事務所 

 

国土交通省 近畿地方整備局 

和歌山河川国道事務所 

 

西日本旅客鉄道株式会社 

 

南海電気鉄道株式会社 

 

町長 

 

町長 

 

市長 

 

市長 

 

県土整備部長 

 

県土マネジメント部長 

 

台長 

 

台長 

 

所長 

 

 

所長 

 

 

和歌山支社長 

 

鉄道営業本部 工務部長 
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３．紀の川の概要と主な課題 

 

紀の川は日本の中でも最多雨地帯として知られる大台ヶ原から始まり、支川 

を集めながら中央構造線に沿って流れ紀伊水道に注ぐ流域面積 1,750km2、幹線 

流路延長 136km の一級河川である。 

   その流域は、上流は奈良県、下流は和歌山県にまたがり、和歌山市や橋本市、 

五條市など吉野・紀北地方の社会・経済・文化の基盤をなしている。 

また、和歌山県伊都郡九度山町や奈良県五條市等については、今も無堤とな 

っている区間も多い。 

しかし、紀の川の基本高水のピーク流量は比較的大きく、基準地点の船戸に 

おいて 16,000m3/s であるが、上流には洪水を調節する大滝ダムがあり、洪水を 

一時的に貯めるなど洪水流量を調節することで、下流への洪水流量を減らし、 

洪水被害を軽減している。 

堤防が決壊した場合には人口・資産が集積した下流部に氾濫水が拡散し、甚 

大な被害が発生する特性を有している。 

 

過去の被害としては、下流の貴志川流域に降雨が集中した昭和 28 年 7 月の前 

線による降雨で死傷者 981 人、家屋全半壊 1,327 戸、床上浸水 2,103 戸、床下 

浸水 8,165 戸(那賀郡と伊都郡の合計)の甚大な被害が発生した他、昭和 28 年 9 

月の台風第 13 号（死傷者 91 人、家屋全半壊 1,546 戸、床上浸水 4,035 戸、床 

下浸水 7,473 戸）、昭和 40 年 9 月洪水（家屋浸水：約 3,400 戸）、昭和 34 年 9 

月の伊勢湾台風（死傷者 71 人、家屋全半壊 347 戸、床上浸水 3,180 戸、床下浸 

水 1,917 戸）、昭和 58 年 9 月（家屋浸水：約 2,000 戸）等の甚大な被害が多数 

発生している。 

また、近年発生した平成 2年台風第 19 号など、堤防の決壊による浸水被害は 

ないものの護岸の損傷や内水被害（河川に排水できずに氾濫した水による被害） 

が発生している。 

 

紀の川の河川整備は、直轄事業としては、大正 6年 9月の大洪水を契機とし 

て、同洪水を対象とした紀の川改修計画を策定したことに始まる。その後、平 

成 17 年 11 月に河川整備基本方針、平成 24 年 12 月に河川整備計画を策定して、 

堤防断面や河道断面が不足している区間の河川整備を計画的に進めてきている。 

近年では、下流部において紀の川大堰が完成した。紀の川大堰は、紀の川水 

系工事実施基本計画に基づき、昭和 46 年に予備調査を開始し、昭和 53 年には 

実施計画調査、昭和 62 年に建設事業に着手した。 
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   紀の川大堰事業は、平成 15 年 3 月に堰本体が完成し、平成 15 年 6 月より暫 

定運用を開始した。 

   その後、利水計画を変更するとともに、治水計画についても戦後最大規模の 

洪水を安全に流下させる河道を整備することを目標に、紀の川大堰事業の基本 

計画変更を行った。 

   平成 21 年度より、計画変更にあわせた河道の掘削やＪＲ橋梁の架替など関連 

工事を行い、平成 23 年 3 月 30 日に事業が完了した。 

 

このように、治水対策（ハード対策）は計画的に進められているところであ 

るが、流域内の治水安全度は未だに低く（1/10 未満）、中流域においては無堤区 

間が未だに多く残され、浸水被害の頻発を余儀なくされているほか、平成 28 年 

6 月 14 日に公表された想定最大規模の洪水浸水想定区域図では、広範囲な浸水 

被害の発生が想定されている。 
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４．現在の取組状況、課題 

 

平成 27 年 9 月関東・東北豪雨や平成 28 年 8 月台風 10 号等の一連の台風に伴 

う水害において、多数の孤立者が発生する要因の一つとなったこと、避難勧告 

等の発令の遅れや住民の自主的避難が十分ではなかったこと、また土のう積み 

等の水防活動が十分にできなかったことは、これまでの水害対策における課題 

があることを浮き彫りにした。 

   上記を鑑み、本協議会では洪水の浸水想定等のリスク情報を共有するととも 

に、各構成機関がそれぞれ又は連携して実施している現在の減災に係る取組状 

況及び課題は以下のとおりである。 

 

①情報伝達、避難計画等に関する事項 

項 目 ○現状 と ●課題 
課題整理

記号 

想定される浸水リスクの

周知について 

○紀の川の直轄河川管理区間の想定最大規模降

雨における洪水浸水想定区域を和歌山河川国

道事務所のウェブサイトで公表している。 

○県管理河川の計画規模降雨における洪水浸水

想定区域図を公表している。 

○過去の浸水実績を洪水ハザードマップ等で公

表している。 

○紀の川の直轄河川管理区間の想定最大規模降

雨における洪水氾濫シミュレーションを公表

している 

 

●浸水エリアに関する情報や周知が不足してい

る。 

Ａ 

避難指示等の発令につい

て 

○国・県・各市町において、河川水位と避難指

示等の発令時期などに関するタイムラインを

改定中である。 

○避難情報の発令に関する「和歌山県避難情報の

判断・伝達マニュアル作成のモデル基準」を策

定する予定である。 

 

〇洪水予報河川、水位周知河川で水位設定を行 

っている。 

 

○洪水警報、危険水位等について、関係機関へ 
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通知している。 

●国・各市町以外の関係者も含め、役割分担を

明確にしたタイムラインが作成されていな

い。 

●策定されたタイムラインの実効性の検証がさ

れていない。 

●紀の川沿川での企業操業が増え、ひとたび氾

濫による浸水が発生した場合の社会・経済活

動の低下が危惧される。 

●台風等の襲来に際し、事前の備えや出水への対

応など、体系的な整理と検証が必要である。 

●より的確なタイミングで詳細な情報共有が必

要である。 

Ｂ 

避難場所、避難経路につ

いて 

○計画規模での洪水浸水想定区域図等をもとに

各市町にて洪水ハザードマップを公表し、避

難場所等を示している。 

 

 

 

 

●想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図

の公表に伴う洪水ハザードマップの作成、避

難場所・避難経路の見直しが必要である。 

●避難場所・避難経路の見直しに伴う避難誘導に

係る案内看板・誘導灯等の検討が必要である。 

●想定最大規模の浸水を考慮した広域避難計画

の具体的な内容の検討が必要である。 

Ｃ 

住民等への情報伝達体制

や方法について 

○防災行政無線のデジタル化整備を進めてい

る。 

○防災メール、緊急速報メール、ＳＮＳ、ＩＣ

Ｔ等で情報発信されている。 

○ウェブサイト、テレビ等で洪水予報や河川水

位、カメラ映像、気象情報のリアルタイム情

報の提供を実施している。 

 

●防災行政無線に難聴区域がある。 

●近年紀の川の氾濫による被害がないため、避

難情報を配信しても避難に繋がっていない。 

 

 

Ｄ 
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●現在の洪水予報文では、対象区域・切迫感が

伝わりにくいことが懸念される。 

 

●より的確なタイミングでの分かり易い情報提

供が必要である。 

避難誘導体制について ○避難行動要支援者名簿が一部の自治体で作成

されている。 

○要配慮者利用施設管理者等へ説明会等を実施

している。 

 

●避難行動要支援者の避難誘導体制が十分でな

い。 

●要支援者の訓練参加を促進するため、訓練実

施にあたって配慮や工夫が必要である。 

●要配慮者利用施設における避難確保計画の早

期策定が必要である。 

Ｅ 

避難・防災に関する啓発

活動について 

 

 

○小中学校において防災教育を実施している。 

○出前講座や研修を実施している。 

○自治会単位での啓発活動、防災訓練を実施して

いる。 

○「和歌山県防災教育の手引き」を作成し、防災

教育を実施している。 

○避難対策ワークショップ運営の手引きを作成

している。 

○地域防災リーダーを育成するため、防災に関

する知識、技術を学ぶ講座「紀の国防災人づ

くり塾」を開催している。 

 

●近年、紀の川で大きな出水がなく、氾濫に対

する危機意識の低下が懸念される。 

●職員の防災意識向上のために、被災地の視察

や講演が必要である。 

●洪水災害に対する危機意識の更なる向上が必

要である。 

Ｆ 

 

 

②水防に関する事項 

項 目 ○現状 と ●課題 
課題整理

記号 
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水防体制の強化について ○河川管理者と各市町の共同で重要水防箇所等

の点検が実施されている。 

○水防訓練が一部の自治体で実施されている。 

○ポスターの掲示等により随時水防団員を募集

している。 

○水防資機材倉庫が概ね整備されている。 

○水防資機材の点検を毎年実施し、補充を行っ

ている。 

 

●水防技術の熟練者が少なくなってきている。 

●水防団員の高齢化や若年者の入団が減少して

いる。 

●水防団員が減少すると、十分な水防活動を行え

ない。 

●より円滑な水防活動を実施する必要がある。 

Ｇ 

河川水位等の情報の提供 ○基準地点等の観測箇所では水位計を設置し情

報が公開されている。 

○わかりやすい気象警報やダム放流関係等の情

報発信をしている。 

○大雨による土砂災害警戒判定メッシュ情報を

配信している。 

○ウェブサイト、テレビで洪水予報、河川水位、

カメラ映像、気象情報のリアルタイム情報の提

供を実施している。 

○洪水警報、危険水位等について、関係機関へ通

知している。 

○洪水情報のプッシュ配信がされている。 

 

 

●基準点等の河川水位しか情報提供されていな

い。 

●より的確なタイミングでの詳細な情報共有が

必要である。 

Ｈ 

庁舎、災害拠点病院等の

水害時における対応につ

いて 

○災害拠点病院との連絡体制が概ね確立されて

いる。 

 

●庁舎には防災機能の確保が必要である。 

●災害拠点病院との情報伝達体制の確立が必要

である。 

●想定最大規模の浸水時の防災機能確保の検討 

Ｉ 



12 

 

 

が必要である。 

 

 

③氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する事項 

項 目   ○現状 と ●課題 
課題整理

記号 

排水施設、排水資機材の

操作・運用について 

○災害時には、国が排水ポンプ車を派遣し、

復旧活動を支援する用意がある。 

○県は伊都建設部に排水ポンプ車を配備して

いる。 

○かつらぎ町で排水ポンプ車を２台、橋本市

で排水ポンプ車を１台配備している。 

○各市町で消防用ポンプを所有している。 

○排水施設等を整備している。 

 

●想定最大規模降雨による洪水時の各市町の

浸水箇所に対する排水ポンプ車配置計画が

作成されていない。 

●水害の頻発・激甚化に対して、排水機材や

排水施設が不足・機能しない可能性がある。 

Ｊ 

 

 

④河川管理施設の整備について 

項 目 ○現状 と ●課題 
課題整理

記号 

堤防等河川管理施設の現

在の整備状況について 

○流下能力対策等の河川改修が実施されてい

る。 

○国・県管理河川に水位計・WEB カメラを設置

している。 

 

●流下能力対策等の未整備区間がある。 

●計画断面に対して、堤防の高さや幅が不足

している区間があり、完成堤防とするには

時間・費用を要する。 

Ｋ 

 

 

 

⑤被災後の早期復旧・復興に関する事項 

項 目 ○現状 と ●課題 
課題整理

記号 
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被災者支援について ○地域防災計画で被災者支援を規定してい

る。 

 

●想定最大規模の浸水に対して、支援の有効

性を確認する必要がある。 

Ｌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．減災のための目標 

 

紀の川は、治水安全度が未だに低く、本取組方針の対象地域には堤防の未整 

備箇所が点在しており、未整備区間等から溢水した場合には、氾濫水が拡散し 

て、甚大な被害が発生する恐れがある。そのため、「円滑かつ迅速な避難」、「的 

確な水防活動」「円滑かつ迅速な氾濫水の排水」を実現するため、各構成機関が 

連携して令和７年度までに達成すべき減災のための目標は以下のとおりとした。 

 

【５年間で達成すべき目標】 

紀の川では、近年、大規模な氾濫が発生しておらず、水防災意識の低下が懸念

されるところ。今後起こりうる大規模氾濫における沿川住民の安全・安心を確

実なものにするため、 

「水害に強い地域」をつくるための水防災意識が、現在及び将来世代に確実に

普及・継承 することを目指す。 

 

上記目標達成に向け、以下の項目を柱とした取組を実施する。 

 

 

○洪水に対する意識の啓発および普及 

 

○避難時間の確保 

 

○迅速・的確な行動への備え 
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６．概ね５年間で実施する取組 

 

本協議会では、前述の「洪水に対する意識の啓発および普及」「避難時間の確 

保」及び「迅速・的確な行動への備え」を柱とした各構成機関が今後 5年間で 

実施していく取組内容をとりまとめるにあたり、「大規模氾濫に対する減災のた 

めの治水対策のあり方について～社会意識の変革による「水防災意識社会」の 

再構築に向けて～」及び「中小河川等における水防災意識社会の再構築のあり 

方について」に示された実施すべき対策について、現在すでに取組まれている 

内容やその取組み時の課題・改善点を抽出するとともに、新たに取組みが必要 

な内容についても、現在考えられる課題を整理した上でより実効性のある内容 

となるよう議論した。 

また、特に紀の川上流部では、紀の川の洪水予報情報等のみならず上流の大 

滝ダムの放流関係情報等も沿川住民に提供されることから、効果的な伝達が望 

まれるとともに、近年大規模な氾濫が発生していないことによる水防災意識の 

低下がみられ、その意識向上を図ることなどを目標に、各構成機関が連携して 

令和７年度までに取り組む内容を以下のとおり取りまとめた。 

 

 

１）ソフト対策の主な取組 

   各構成機関が実施するソフト対策のうち、主な取組項目については、以下の 

とおりである。 

 

①洪水に対する意識の啓発及び普及について 

主な取組項目 目標時期 取組機関 
課題の

対応 

ハザードマップ

の作成･周知等 

 

・想定最大規模降雨による洪水

氾濫シミュレーションの周知

（紀の川） 

引き続き 

実施 

 

近畿地整 Ａ 

・想定最大規模降雨による洪水

浸水想定区域図の周知（橋本

川） 

引き続き 

実施 

 

和歌山県 Ａ 

・過去の浸水実績を整理し、ハ

ザードマップ等を通じて住民

に周知 

引き続き 

実施 

かつらぎ町 

九度山町 

橋本市 

五條市 

 

 

Ａ 
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・住民に分かりやすく利活用さ

れるハザードマップの策定・

周知 

引き続き 

実施 

 

かつらぎ町 

九度山町 

橋本市 

五條市 

Ｃ 

・想定最大規模降雨による洪水

浸水想定区域図の公表に伴う

洪水ハザードマップの更新・

周知 

引き続き 

実施 

かつらぎ町 

九度山町 

橋本市 

五條市 

Ｃ 

防災に関する啓

発活動、水害（防

災）教育の拡充 

 

 

 

 

・防災に関する補助教材を活用

し、小中学校と連携した防災

に関する教育の取組 

 

引き続き 

実施 

かつらぎ町 

九度山町 

橋本市 

五條市 

和歌山県 

気象台 

近畿地整 

Ｆ 

・防災（水防）訓練の実施 

 

引き続き 

実施 

かつらぎ町 

九度山町 

橋本市 

五條市 

和歌山県 

気象台 

近畿地整 

Ｆ 

・避難対策ワークショップの実

施 

 

引き続き 

実施 

かつらぎ町 

九度山町 

橋本市 

五條市 

和歌山県 

気象台 

近畿地整 

Ｆ 

・沿川自治会単位での防災に関

する啓発活動の実施 

引き続き 

実施 

かつらぎ町 

九度山町 

橋本市 

五條市 

和歌山県 

気象台 

近畿地整 

Ｆ 



16 

 

 

・出前講座等の実施 引き続き 

実施 

和歌山県 Ｆ 

・水害被災地の視察または水害

経験者を招いての講演 

引き続き 

実施 

かつらぎ町 

九度山町 

橋本市 

五條市 

Ｆ 

・「自主避難できる住民」の育成

（マイ防災マップ、マイ・タイ

ムラインの作成支援 

引き続き 

実施 

かつらぎ町 

九度山町 

橋本市 

五條市 

和歌山県 

奈良県 

近畿地整 

 

 

②避難時間の確保について 

主な取組項目 目標時期 取組機関 
課題の

対応 

避難指示等の 

発令に着目した

タイムラインの

作成・活用等 

 

 

 

 

 

・避難指示等の発令に着目した

タイムラインの見直し 

令和 3 年度 かつらぎ町 

九度山町 

橋本市 

五條市 

和歌山県 

近畿地整 

Ｂ 

・関係者の役割分担をより明確

にしたタイムラインの策定 

引き続き 

実施 

かつらぎ町 

九度山町 

橋本市 

五條市 

Ｂ 

・避難のための時間を十分に確

保した避難指示等を発令する

ためのタイムラインの検証と

改善（活用訓練等の実施） 

引き続き 

実施 

かつらぎ町 

九度山町 

橋本市 

五條市 

和歌山県 

Ｂ 

・タイムライン作成支援 引き続き 

実施 

気象台 

 

Ｂ 
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・洪水時の河川状況等を河川管

理者と関係市町が直接連絡し

合うホットラインの取組 

引き続き 

実施 

かつらぎ町 

九度山町 

橋本市 

五條市 

和歌山県 

近畿地整 

Ｂ 

避難時間確保の

ための水防活

動・体制の強化 

・水防団等への連絡体制の再確

認と伝達訓練の実施 

引き続き 

実施 

かつらぎ町 

九度山町 

橋本市 

五條市 

和歌山県 

Ｇ 

・水防団等の組織維持のため、 

団員の募集等の促進 

引き続き 

実施 

かつらぎ町 

九度山町 

橋本市 

五條市 

Ｇ 

・水害リスク情報の共有に向け

た水防団等との共同点検の実

施 

引き続き 

実施 

かつらぎ町 

九度山町 

橋本市 

五條市 

近畿地整 

Ｇ 

・水防訓練の実施（協議会全

体） 

引き続き 

実施 

協議会 

全体 

Ｇ 

・水防資機材の整備 引き続き 

実施 

かつらぎ町 

九度山町 

橋本市 

五條市 

和歌山県 

Ｇ 

・水門、樋門、排水施設等の確

実かつ的確な運用体制の確保

及び点検・維持管理の実施 

引き続き 

実施 

かつらぎ町 

橋本市 

五條市 

和歌山県 

近畿地整 

Ｇ 

・排水施設等について現況施設、

保有資機材の情報共有 

引き続き 

実施 

かつらぎ町 

九度山町 

橋本市 

五條市 

和歌山県 

Ｊ 



18 

 

 
 

奈良県 

近畿地整 

・排水ポンプ車、可搬式ポンプの

配備にかかる検討 

引き続き 

実施 

かつらぎ町 

九度山町 

橋本市 

和歌山県 

Ｊ 

庁舎、災害拠点

病院等の水害時

における対応に

ついて 

・庁舎、災害拠点病院等に関する

情報の共有 

引き続き 

実施 

かつらぎ町 

九度山町 

橋本市 

和歌山県 

Ｉ 

・庁舎等における防災機能の確

保（耐水化の検討） 

引き続き 

実施 

かつらぎ町 

橋本市 
Ｉ 

 

③迅速・的確な行動への備えについて 

主な取組項目 目標時期 取組機関 
課題の

対応 

避難行動のため 

の情報発信等 

 

 

 

 

 

 

 

・避難情報を各世帯へ確実に届

けるため、防災行政無線の普

及（無線のデジタル化等）及び

住民への周知 

引き続き 

実施 

かつらぎ町 

九度山町 

橋本市 

五條市 

Ｄ 

・避難情報を対象者へ確実に届

けるため、ケーブルテレビや

防災メール、緊急速報メール

への登録・配信サービスやＳ

ＮＳ、ＩＣＴの活用等  

引き続き 

実施 

かつらぎ町 

九度山町 

橋本市 

五條市 

和歌山県 

奈良県 

気象台 

近畿地整 

Ｄ 

・防災対策や住民の避難行動の

判断をより分かりやすくする

ため、ウェブサイト、テレビで

洪水予報や河川水位、カメラ

映像、気象情報の提供 

引き続き 

実施 

和歌山県 

気象台 

近畿地整 

Ｄ 

・住民の避難行動を促すための 

プッシュ型の洪水予報等の情

報発信のための整備 

引き続き 

実施 

和歌山県 

近畿地整 

Ｄ 
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・洪水予報文の改良と運用・周知 

 

引き続き 

実施 

気象台 

近畿地整 

Ｄ 

・わかりやすい大滝ダム放流関

係情報等の提供 

引き続き 

実施 

近畿地整 

 

Ｄ 

・防災ポータルアプリの周知 引き続き 

実施 

橋本市 

和歌山県 

Ｄ 

迅速・的確な 

行動のための 

訓練等の実施 

・災害時における逃げ遅れをな

くすため、地域防災訓練等で

避難行動要支援者を支援する

人の訓練の実施 

引き続き 

実施 

 

かつらぎ町 

九度山町 

橋本市 

五條市 

Ｅ 

・沿川自治会単位での防災訓

練・避難所運営訓練の実施 

引き続き 

実施 

かつらぎ町 

九度山町 

橋本市 

五條市 

和歌山県 

Ｆ 

避難誘導体制 

について 

・避難場所等周知のための標識

の設置、避難誘導にかかる案

内板・誘導灯等の検討、確認

及び設置 

引き続き 

実施 

 

かつらぎ町 

九度山町 

橋本市 

Ｃ 

・段階的な避難を考慮した広域

避難計画の検討 

引き続き 

実施 

かつらぎ町 

九度山町 

橋本市 

五條市 

Ｃ 

・災害時における逃げ遅れをな

くすため、避難行動要支援者

の避難計画の検討・作成 

 

引き続き 

実施 

かつらぎ町 

九度山町 

橋本市 

五條市 

Ｅ 

・要配慮者利用施設管理者等へ

説明会等を実施 

引き続き 

実施 

かつらぎ町 

九度山町 

橋本市 

和歌山県 

Ｅ 

・要配慮者利用施設の地域防災

計画への記載 

引き続き 

実施 

かつらぎ町 

九度山町 

橋本市 

Ｅ 

・要配慮者利用施設への通知と

避難確保計画の確認 

引き続き 

実施 

かつらぎ町 

九度山町 

橋本市 

Ｅ 
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和歌山県 

・民間施設等を活用した緊急的

な避難先の検討 

令和 7 年度 

 

かつらぎ町 

九度山町 

橋本市 

五條市 

和歌山県 

奈良県 

 

氾濫水の排水 ・氾濫水を迅速かつ的確に排水

するための排水計画の見直し 

令和 3 年度 

 

近畿地整 Ｊ 

被災者支援につ

いて 

・被災者支援の確認、見直し 

 

引き続き 

実施 

かつらぎ町 

九度山町 

橋本市 

和歌山県 

気象台 

Ｌ 
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２）ハード対策の主な取組 

各機関が実施するハード対策のうち、主な取組項目については、以下のとお 

りである。 

なお、近年、内水被害が顕著に発生していることから、本協議会の下部組織 

として立ち上げた「紀の川流域における浸水対策検討会」で内水被害軽減に向 

けた検討を行い、特に被害が甚大な床上浸水を解消する対策のとりまとめを行 

った。今後は、更なる被害軽減に向け、継続して協議する。 

 

主な取組項目 目標時期 取組機関 
課題の

対応 

洪水を河川内で

安全に流す対策 

・パイピング対策 

・流下能力対策 

・河川整備計画に基づく河川整

備の推進（橋本川、桜谷川） 

引き続き 

実施 

和歌山県 

近畿地整 

 

Ｋ 

危機管理型 

ハード対策 

・堤防天端の保護 

・堤防裏法尻の補強 

令和 7 年度 近畿地整 Ｋ 

避難行動、水防 

活動に資する 

基盤等の整備 

・早期に氾濫が発生する地域等

における洪水時の避難指示等

の発令判断に活用するためカ

メラ・簡易水位計による情報

共有 

引き続き 

実施 

近畿地整 Ｈ 

・水防団等の水防活動を支援す

るためカメラ・水位計による

情報共有 

引き続き 

実施 

近畿地整 Ｈ 

・水位計（水位計・量水標等）、

河川監視用カメラの整備・情報

共有 

引き続き 

実施 

和歌山県 

Ｈ 
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７．フォローアップ 

   各構成機関の取組内容については、必要に応じて、防災業務計画や地域防災 

計画、河川整備計画等に反映することなどによって責任を明確にし、組織的、 

計画的、継続的に取り組むことが重要である。 

そのため、適宜幹事会を開催し取組状況及び課題を共有し取組内容の進捗を 

図るとともに、原則として、本協議会を毎年出水期前までに開催し、取組の進 

捗状況を確認し、必要に応じて技術開発の動向等を収集した上で取組方針を見 

直すこととする。 

また、実施した取組についても訓練等を通じて習熟、改善を図る等、継続的 

なフォローアップを行うこととする。 

 

 

 
 

 



紀の川及びその支川における主な事業予定

参考資料１



＜一般河川改修事業＞

○前倒し着手した上流の狭窄部（藤崎）周辺における河道掘削の推進

○慈尊院地区における河道掘削

○紀の川市・九度山町・五條市域の築堤整備の加速化 等

＜河川維持修繕事業＞

○河川・樋門の点検、除草

○樹木伐採、河道掘削 等

令和３年度 当初予算 一般河川改修事業 約21億

河川維持修繕事業 約11億

令和２年度 補正予算 一般河川改修事業 約23億

河川維持修繕事業 約06億

主な事業予定

（参考）

令和２年度 当初予算 一般河川改修事業 約52億

（令和元年度補正予算含む） 河川維持修繕事業 約22億

令和元年度 当初予算 一般河川改修事業 約62億

（平成30年度補正予算含む） 河川維持修繕事業 約17億

予算

一般河川改修事業 約44億

河川維持修繕事業 約17億

（１）令和３年度予算及び主な事業予定 国土交通省

※防災・減災、国土強靱化
のための5か年加速化対策含む

※防災・減災、国土強靱化
のための3か年緊急対策含む

※防災・減災、国土強靱化
のための3か年緊急対策含む

1



紀伊丹生川

雨天樋川

凡例

堤防築堤
河道掘削
樹木伐採
樹木伐採
(土砂除去含む)
護岸補修
狭窄部

藤崎

和歌山市

紀の川市

かつらぎ町

高野町

五條市

【その他】 ○河川・樋門の点検、除草
・和歌山市 ～ 五條市

等

岩出市

二見

○360°カメラ
・和歌山市 ～ 橋本市

慈尊院

九度山

野原西

貴志川
（丸田川合流部等）

和歌山
（小豆島付近）

岩出
（山﨑樋門付近）

かつらぎ
（穴伏川付近）

橋本
（浦島川樋門付近）

小田

橋本

九度山町

橋本市

土砂除去

樹木伐採、土砂除去

土砂除去

土砂除去

樹木伐採、土砂除去

河道掘削

河道掘削

築堤

築堤

築堤

水位観測所補修

護岸補修

麻生津

築堤

（２）令和３年度の主な事業予定 国土交通省

2



令和３年度の主な事業予定
和歌山県

3



（参考）令和３年度の工事実施予定
和歌山県

七瀬川（R3年4月撮影）

4



（参考）令和３年度の工事実施予定
和歌山県

七瀬川（R3年3月撮影）

5



（参考）令和３年度の工事実施予定
和歌山県

住吉川（R3年3月撮影）

6



（参考）令和３年度の工事実施予定
和歌山県

住吉川（R3年3月撮影）

7



（参考）令和３年度の工事実施予定
和歌山県

根来川（R3年3月撮影）

8



0

大阪府

奈良県

三重県

和歌山県

大滝ダム
(事前放流対象ダム)

岩出 藤崎

小田

いわで ふじさき

おだ

紀の川水系流域治水プロジェクト【位置図】
～本州最多雨地帯下流の狭窄部（岩出・藤崎・小田）の解消をはじめとする一体的な豪雨対策の推進～

○令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、紀の川水系においても流域における浸水被害を軽減
するための事前防災対策を進める必要があり、紀の川本川においては治水上弊害となっている狭窄部の対策などを行うことで、戦後最大の被害をもたら
した昭和３４年洪水（伊勢湾台風）と同規模の洪水氾濫による浸水被害を防止するとともに、支川の改修や内水被害対策、流出抑制対策を行うなど、国、
県、関係市町村が一体となって浸水被害の軽減を図る。
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藤崎狭窄部対策
（和歌山河川国道事務所）
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凡例

浸水範囲（昭和34年伊勢湾台風

に対する想定氾濫解析結果）

大臣管理区間

【 】 一級、準用、普通河川

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・河道掘削、堤防整備、橋梁架替
・狭窄部対策
・農業用用排水路、下水道管渠の整備
・排水機場、雨水ポンプ場の更新、整備
・砂防、治山事業（渓間工、山腹工）
・森林整備（間伐、造林、路網整備） 等

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・水位計、監視カメラ等の設置
・法河川における浸水想定区域等の指定（土砂災害を含む）
・避難所の安全対策、誘導体制等の構築強化及び防災教育

や避難訓練等の実施
・情報発信、警報設備等の構築強化
・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成促進 等

■被害対象を減少させるための対策
・一定条件における開発行為時の雨水貯留施策等の

設置義務付け

上流域

中流域

下流域

和歌山市 南海橋の被害状況

S34年伊勢湾台風洪水
家屋全半壊347戸、床上浸水3,180戸、
床下浸水1,917戸

【七瀬川】

河道掘削、
護岸

【水軒川】

堤防嵩上げ

【土入川】

河道掘削

【打手川】

河道掘削

【和歌川】

堤防嵩上げ

【春日川】

河道掘削

【佐川】

河道掘削、
橋梁架替

【大門川】

堤防嵩上
げ、護岸、
河道掘削

【相谷川】【鳴滝川】

堤防嵩上げ

【北島川】

浚渫

【中島川】

浚渫

【住吉川】

堤防整備、
河道掘削、
橋梁架替、
伏越し

【根来川】

河道掘削、
橋梁架替

【桜谷川】

河道掘削

狭窄部対策

狭窄部対策

樹木伐採

河道掘削

河道掘削

堤防整備

樹木伐採

【柘榴川】

堤防整備、河道掘削

【中谷川(大谷)】

河道掘削、
橋梁架替

【和田川】堤防嵩上げ、護岸、河道掘削

【貴志川】

堤防整備、河道掘削

河道掘削

【平尾川】バイパス

【永山川】築堤、河道掘削、橋梁架替、浚渫

堤防整備

【坂の谷川】

【長谷川】
【柴目川】
【中津川】

堤防整備

【烏子川】
河道掘削、
橋梁架替

【高橋川】

河道掘削、
橋梁架替

狭窄部対策

堤防整備

河道掘削

樹木伐採

河道掘削

【紀の川】

堤防整備

【紀の川】
堤防整備

【紀の川】

堤防嵩上げ

【紀の川】
河道掘削、堤防整備

【紀の川】

橋梁架替

【紀の川】

【紀の川】

橋梁架替

【紀の川】

堤防嵩上げ

【紀の川】

堤防整備

【紀の川】

堤防整備

【紀の川】

堤防嵩上げ

河道掘削、
堤防整備

堤防整備

大迫ダム
(事前放流対象ダム)

津風呂ダム
(事前放流対象ダム)

一の木ダム
(事前放流対象ダム)

山田ダム
(事前放流対象ダム)

ため池改修・
洪水調整池

の整備

農業用
用排水路整備

治山・砂防事業

森林整備

排水機場・
雨水ポンプ場
更新・整備

水位計・監視
カメラ等の設置

洪水ハザードマップの
作成・周知

ため池ハザードマップの
作成・周知

情報発信・警報設備等の
構築強化

ため池ハザードマップの作成、周知（五條市）
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区分 対策内容 実施主体

森林整備
和歌山水源林整備事務所、奈良水源林整備
事務所、和歌山県、奈良県

浸水対策に係る下水道管渠の整備（合流式下水道含む） 和歌山市、かつらぎ町、橋本市

被害対象を減少
させるための対策

一定条件における開発行為時の雨水貯留施策等の設置義務
付け

和歌山県、奈良県、和歌山市、海南市、紀の川
市、岩出市、かつらぎ町、九度山町、高野町、橋本
市、五條市、吉野町、大淀町、下市町

氾濫をできるだけ
防ぐ・減らすための対策

排水機場・雨水ポンプ場の更新・整備（和歌山平野農地防災
事業含む）

近畿農政局、和歌山県、和歌山市

水系砂防事業や治山事業との連携した土砂・流木対策 和歌山県、奈良県

和歌山県、奈良県、和歌山市、紀美野町、か
つらぎ町（砂利採取）

工　　　程
短期 中期 中長期

農業用用排水路の整備（和歌山平野農地防災事業） 近畿農政局

紀の川における河道掘削、堤防整備 等

和歌山河川国道事務所

奈良県

紀の川における狭窄部対策（岩出、藤崎、小田）

一級河川、準用河川、普通河川における改修（河道掘削、堤
防整備 等）

和歌山河川国道事務所

被害の軽減、
早期復旧・復興のための対策

水位計・監視カメラ等の設置
和歌山県、奈良県、和歌山市、海南市、紀美
野町、九度山町、橋本市、黒滝村

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成促進と避難
の実効性確保

和歌山県、奈良県、和歌山市、海南市、紀の川
市、岩出市、紀美野町、かつらぎ町、九度山町、高
野町、橋本市、五條市、吉野町、下市町

避難所の安全対策・誘導体制等の構築強化及び防災教育や
避難訓練等の実施、情報発信・警報設備等の構築・強化

和歌山地方気象台、和歌山県、奈良県、流域
内の全市町村

中流域の改修が概成

永山川、平尾川改修完了 紀泉圏域の

改修が概成

貴志川圏域の

改修が概成

完了

伊勢湾台風規模の改修を完了

和歌山市域の

改修が概成

岩出狭窄部対策完了 藤崎狭窄部対策完了 小田狭窄部対策完了

米田

排水機場完了

上流域（下流部）の改修が概成

松江雨水ポンプ場、

中島川雨水ポンプ場完了

名草排水機場、高嶋排水機場、東貴志排水機場、

丸栖北排水機場、大淀雨水ポンプ場完了

前田

排水機場完了

新堀

雨水ポンプ場完了

避難確保計画の作成完了

和歌山市浸水対策に係る管渠整備、

かつらぎ町大谷排水区の改修 概成

かつらぎ町排水ポンプ車

２台配備完了

橋本市あやの台北部用地

下水道事業（雨水） 完了

紀の川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】
～本州最多雨地帯下流の狭窄部（岩出・藤崎・小田）の解消をはじめとする一体的な豪雨対策の推進～

●紀の川では上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、国、県、関係市町村が一体となって、「流域治水」を推進する。
治水上の弊害となっている狭窄部（岩出・藤崎・小田）の対策や堤防整備、河道掘削等を進め、洪水調節施設としての大滝ダムの治水容量を最大限活用させることにより、洪水氾濫によ
る被害を防止する。また、支川の改修や内水被害対策として、農業用用排水路や雨水ポンプ場の更新・整備を進めるとともに、流出抑制対策としての森林整備や避難体制を強化するため
の対策として水位計・監視カメラ、避難所への誘導体制や警報設備の拡充などを実施していく。
【短 期】岩出狭窄部対策の完了に引き続き、藤崎狭窄部対策に着手。森林整備や避難体制の強化に係る対策を随時実施していく。
【中 期】藤崎狭窄部対策を含む紀の川本川中流域の改修が概成。

継続して支川改修を実施する中で、和歌山市内の永山川・平尾川の対策や内水氾濫対策として、和歌山平野農地防災事業による農業用用排水路、排水機場の整備が完了。
【中長期】紀の川本川において戦後最大洪水規模（昭和３４年伊勢湾台風）の流量を安全に流下させるための改修が完了。

継続して支川改修を実施する中で紀泉圏域、貴志川圏域の改修が概成。

※現時点での計画であり、整備状況等により変動する場合があります。
※点線は中長期より後に継続して行う事業です。

気候変動を踏まえた
更なる対策を推進

【事業費（ R2年度以降の残事業費）】

■河川対策
全体事業費 約６０９億円 ※1
対策内容 堤防整備、河道掘削、狭窄部対策 等

■下水道対策
全体事業費 約６０億円 ※2
対策内容 下水道管渠の整備、排水機場・雨水ポンプの更新・整備等

※1：直轄及び各圏域の河川整備計画の残事業費を記載
※2：各市町における下水道事業計画の残事業費を記載
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機密性２情報

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

機密性２情報

令和3年6月7日

国土交通省 近畿地方整備局
和歌山河川国道事務所

減災・防災に関する新たな取り組み
について

参考資料３

1



機密性２情報

○近畿地方整備局官内においては、目立った出水は無し
○令和2年7月豪雨など、全国的には出水が相次ぐ

令和2年度の出水期

出典 国土交通省HP 水害レポート
https://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/suigai_report/index.html

近畿地方整備局から
TEC-FORCEを派遣

31日間で35班のべ909人が
熊本県等で活動

出典 近畿地方整備局HP
令和2年7月豪雨 TEC-FORCE 通信

https://www.kkr.mlit.go.jp/bousai/taiou/tachiiki/r2_baiuzensen.html 2



機密性２情報

○長時間先の水位予測情報の提供を開始予定

令和3年度に向けて

令和3年出水期（予定）から、国管理の洪水予報河川全てで、
洪水予報の発表の際に6時間先までの水位予測情報の提供に向け
改良中。（1日半先までの予測は荒川のみでの試験的な活用）

出典 国土交通省HP
第３回国土交通省インフラ分野のDX推進本部 資料より抜粋
https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000077.html
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機密性２情報
令和3年度に向けて

○災害対策基本法 改正（施行日：令和３年５月２０日）

出典 内閣府HP
災害対策基本法等の一部を改正する法律（令和３年法律第３０号）
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kihonhou/kihonhou_r3_01.html
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機密性２情報

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

機密性２情報

※１ 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル５は必ず発令される情報ではない。
※２ 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令される。
※３ 警戒レベル３は、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり危険を感じたら自主的に避難するタイミング。
参考）内閣府(防災担当)：避難情報に関するガイドライン(素案),令和３年５月

災対法改正 ～避難情報ととるべき行動の概要～

・避難指示(Ｌ４)で、危険な場所から全員避難する必要｡
・緊急安全確保(Ｌ５)は、災害が発生･切迫した段階の行動であり、身の安全を確保できる
とは限らず、発令されるとは限らないため、Ｌ４までに必ず避難！が極めて重要。

Ｌ５【緊急安全確保】※１ 命の危険 直ちに安全確保！
・避難し遅れ､災害が発生･切迫し、指定緊急避難場所等への立ち退き避難が

かえって危険な場合に【相対的に安全な場所への移動】等｡

(｢高所への移動｣｢近傍の堅固な建物への退避｣｢屋内の屋外に面する開口部から離れた

場所での退避｣等) (市町村長が必要と認める地域の必要と認める居住者等に指示)

・安全にとれる行動が極めて限られ､身の安全を確保できない可能性があり､

必ず発令される情報ではないため､Ｌ５を待たずＬ４までに必ず避難！

・避難に要する時間(リードタイム)を確保できない時にとらざるを得ない行動｡

Ｌ４【避難指示】※２ 危険な場所から全員避難
・災害発生のおそれが高い場合、危険な場所(災害リスクのある区域等)にいる

全員が【危険な場所から立退き避難】

(指定緊急避難場所､安全な自主避難先(親戚･知人宅､ホテル･旅館等)に避難等)又は､

【自宅等が安全なら屋内安全確保】(安全な上階へ避難､安全な上層階に留まる等)｡

・避難に要する時間(リードタイム)を確保できる場合にとるべき避難行動｡

Ｌ３【高齢者等避難】※３ 危険な場所から高齢者等は避難
・災害発生のおそれがある場合、危険な場所にいる高齢者等(避難を完了させる

のに時間を要する(在宅･施設利用者の)高齢者・障害のある人・避難支援する人)が、

危険な場所から立退き避難､又は､自宅等が安全なら屋内安全確保｡

・高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動の見直し(外出を控える等)､

避難準備、自主的な避難のタイミング。

・避難に要する時間(リードタイム)を確保できる場合にとるべき避難行動｡
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機密性２情報

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

機密性２情報災対法改正 ～発令判断に資する情報(概要)～

洪水 土砂災害 高潮
･指定河川洪水予報等

(洪水予報河川･
水位周知河川のみ)

･ダム

洪水の危険度分布
(国管理の洪水予報河川等：水害リスクライン※1)

(中小河川：洪水警報の危険度分布)

雨水出水
･気象警報等

気象警報
等

大雨警報
(土砂災害)
の危険度分布

･気象警報等
･水位到達情報

(海岸)

Ｌ５
相当
情報

･氾濫発生情報

･『黒』
(水害リスクライン：当該箇所の現況水位で

氾濫の可能性)
(洪水警報の危険度分布：新設予定)

･大雨
特別警報
(浸水害)※2

･大雨
特別警報
(土砂災害)

･『黒』
(新設予定)

･高潮氾濫
発生情報※3

(水位周知海岸のみ)

Ｌ４
相当
情報

･氾濫危険情報
(氾濫危険水位)
･異常洪水時防災
操作開始(予定)の通知

･『紫』
(水害リスクライン：当該箇所の現況水位が

氾濫危険水位超過に相当)
(洪水警報の危険度分布：非常に危険※4

『うす紫』を『紫』に変更予定)

－
･土砂災害
警戒情報

･『うす紫』
非常に危険※4

(紫に変更予定)

･高潮特別警報※5

･高潮警報※5

Ｌ３
相当
情報

･氾濫警戒情報
(避難判断水位)

･『赤』
(水害リスクライン：当該箇所の現況水位が

避難判断水位超過に相当)
(洪水警報の危険度分布：警戒)

･洪水警報
･大雨警報
(土砂災害)

･『赤』
警戒

･高潮警報に切り
替える可能性に
言及する
高潮注意報

Ｌ２
相当
情報

･氾濫注意情報
(氾濫注意水位)

･『黄』
(水害リスクライン：基準地点の現況水位が

氾濫注意水位超過)
(洪水警報の危険度分布：注意)

･洪水
注意報

･大雨
注意報
(土砂災害)

･『黄』
注意

･高潮注意報

・避難指示等の発令のタイミングは､総合的に判断。様々な状況を想定した発令基準を設定しておく｡
(警戒レベル相当情報の他、暴風や日没の時刻､堤防や樋門等の施設に関する情報等も参考に判断。避難行動が困難になるおそれの予見や
社会経済活動等の特徴も踏まえつつ､早めの判断を行う必要。地域によっては､複数の災害リスク(複数河川の氾濫､洪水･高潮)を警戒する必要)

・発令対象区域は､可能な限り絞り込むことが重要｡(浸水想定区域(洪水規模別･決壊地点別等)等を参考に設定)

※1)ＨＰ上に公表している国管理河川の洪水の危険度分布(水害リスクライン)では､観測水位等から詳細(左右岸200m毎)の現況水位を推定し､その地点の堤防等の高さと比較することで警戒レベル2～5相
当の危険度を表示｡ ※2)水位情報が無いような中小河川における氾濫は､外水氾濫､内水氾濫のいずれによるものかの区別が付かない場合が多いため､これらをまとめて大雨特別警報(浸水害)の対象と
している｡ ※3)水周知海岸において都道府県知事から発表される情報｡台風に伴う高潮の潮位上昇は短時間に急激に起こるため､潮位が上昇してから行動していては安全に立ち退き避難ができないお
それがある｡ ※4)大雨警報(土砂災害)･洪水警報の危険度分布については､今後技術的な改善を進め､警戒レベル５に相当する情報の新設を行う｡それまでの間､危険度分布の｢極めて危険(濃い紫)｣を大
雨特別警報が発表された際の警戒レベル５の発令対象区域の絞り込みに活用する｡ ※5)高潮情報は､高潮により命に危険がおよぶおそれがあると予想される場合に､暴風が吹き始めて屋外への立ち退
き避難が困難となるタイミングも考慮して発表されるため､また､高潮特別警報は､数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高潮になると予想
される場合に高潮警報を高潮特別警報として発表するため､両方を警戒レベル４相当情報に位置付けている｡ 注)本資料では､気象庁が提供する大雨警報
(土砂災害)の危険度分布と都道府県が提供する｢土砂災害危険度情報｣をまとめて､｢土砂災害の危険度分布｣と呼ぶ｡

参考）内閣府(防災担当)：避難情報に関するガイドライン(素案),令和３年５月
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５

４

３
２
１ 早期注意情報

（気象庁）

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

高齢者等避難※３

避難指示※２

＜警戒レベル４までに必ず避難！＞

早期注意情報
（気象庁）

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

避難準備・
高齢者等避難開始

・避難指示（緊急）
・避難勧告

災害発生情報
（発生を確認したときに発令）

これまでの避難情報等

警戒レベル

緊急安全確保※１

新たな避難情報等

こ う れ い し ゃ と う ひ な ん

ひ な ん し じ

き ん き ゅ う あ ん ぜ ん か く ほ

災害の
おそれ高い
災害の
おそれ高い

災害発生
又は切迫
災害発生
又は切迫

災害の
おそれあり
災害の
おそれあり

気象状況悪化気象状況悪化

今後気象状況
悪化のおそれ
今後気象状況
悪化のおそれ

※１ 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル５は必ず発令される情報ではありません。
※２ 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
※３ 警戒レベル３は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難する
　　 タイミングです。

内閣府（防災担当）・消防庁

5 4 3警戒レベル５は、
すでに安全な避難ができず
命が危険な状況です。

警戒レベル５緊急安全確保の
発令を待ってはいけません！

避難勧告は廃止されます。
これからは、

警戒レベル４避難指示で
危険な場所から全員避難

しましょう。

避難に時間のかかる
高齢者や障害のある人は、
警戒レベル３高齢者等避難で
危険な場所から避難
しましょう。

令和３年５月２０日から

避難勧告は廃止です
ひ な ん か ん こ く

避難指示で必ず避難
ひ な ん し じ

警戒レベル

４
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「避難」って
何すれば
いいの？

小中学校や公民館に行くことだけ
が避難ではありません。
「避難」とは「難」を「避」けること。
下の４つの行動があります。

ハザードマップで以下の
「３つの条件」を確認し
自宅にいても大丈夫かを
確認することが必要です。

安全なホテル・旅館
への立退き避難

行政が指定した避難場所
への立退き避難

安全な親戚・知人宅
への立退き避難

普段から
どう行動するか
決めておき
ましょう

ホテル ここなら安全！

※土砂災害の危険がある
区域では立退き避難が
原則です。

想定最大浸水深

※ハザードマップで安全か
どうかを確認しましょう。

通常の宿泊料が必要
です。事前に予約・
確認しましょう。

旅館

公民館

小・中学校

自ら携行するもの
 ・マスク
・消毒液
 ・体温計
 ・スリッパ　等 ※ハザードマップで安全か

どうかを確認しましょう。

普段から災害時に避難
することを相談して
おきましょう。 親戚・知人宅

屋内安全確保

水、食糧、薬等の確保が困難になる
ほか、電気、ガス、水道、トイレ等の
使用ができなくなるおそれがあります

※❶家屋倒壊等氾濫想定区域や❸水がひくまでの時間（浸水継続時間）はハザードマップに記載がない場合がありますので、お住いの
市町村へお問い合わせください。

「３つの条件」が確認できれば浸水の危険があっても自宅に留まり安全を確保することも可能です
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

国 土 交 通 省
水管理・国土保全局
都 市 局

特定都市河川浸水被害対策法、河川法、下水道法

水防法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

都市計画法、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律

都市緑地法、建築基準法

改正法律

特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する

法律（令和３年法律第31号）について
【公布：R３.5.10 / 施行：公布から３ヶ月又は６ヶ月以内】

～流域治水関連法～
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１

◆ 流域水害対策計画を活用する河川の拡大

－ 市街化の進展により河川整備で被害防止が困難な河川に加え、自然的条件

により困難な河川を対象に追加（全国の河川に拡大）

◆ 流域水害対策に係る協議会の創設と計画の充実

－ 国、都道府県、市町村等の関係者が一堂に会し、官民による雨水貯留浸透

対策の強化、浸水エリアの土地利用等を協議

－ 協議結果を流域水害対策計画に位置付け、確実に実施

降雨量の増大等に対応し、ハード整備の加速化・充実や治水計画の見直しに加え、上流・下流や本川・支川の流域全体を俯瞰し、国、流域自治体、
企業・住民等、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実効性を高める法的枠組み「流域治水関連法」を整備する必要

○近年、令和元年東日本台風や令和２年７月豪雨等、全国各地で水災害が激甚化・頻発化

○気候変動の影響により、21世紀末には、全国平均で降雨量１．１倍、洪水発生頻度２倍になるとの試算

背景・必要性

（20世紀末比）

法律の概要

【目標・効果】 気候変動による降雨量の増加に対応した流域治水の実現
(KPI) 〇浸水想定区域を設定する河川数：2,092河川（2020年度）⇒約17,000河川（2025年度）

流域治水のイメージ

１．流域治水の計画・体制の強化 【特定都市河川法】

２．氾濫をできるだけ防ぐための対策
【河川法、下水道法、特定都市河川法、都市計画法、都市緑地法】

◆ 河川・下水道における対策の強化

－ 利水ダムの事前放流の拡大を図る協議会（河川管理者、電力会社等の利水者等が
参画）の創設（※予算・税制）

－ 下水道で浸水被害を防ぐべき目標降雨を計画に位置付け、整備を加速

－ 下水道の樋門等の操作ルールの策定を義務付け、河川等から市街地への

逆流等を確実に防止

◆ 流域における雨水貯留対策の強化

－ 貯留機能保全区域を創設し、沿川の保水・遊水機能を有する土地を確保

－ 都市部の緑地を保全し、貯留浸透機能を有するグリーンインフラとして活用

－ 認定制度、補助、税制特例により、自治体・民間の雨水貯留浸透施設の

整備を支援 （※予算関連・税制）

３．被害対象を減少させるための対策
【特定都市河川法、都市計画法、防災集団移転特別措置法、建築基準法】

◆ 水防災に対応したまちづくりとの連携、住まい方の工夫

－ 浸水被害防止区域を創設し、住宅や要配慮者施設等の安全性を事前確認（許可制）

－ 防災集団移転促進事業のエリア要件の拡充等により、危険エリアからの移転

を促進

－ 災害時の避難先となる拠点の整備や地区単位の浸水対策により、市街地の

安全性を強化

４．被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
【水防法、土砂災害防止法、河川法】

－ 洪水等に対応したハザードマップの作成を中小河川等まで拡大し、リスク情報

空白域を解消

－ 要配慮者利用施設に係る避難計画・

訓練に対する市町村の助言・勧告に

よって、避難の実効性確保

－ 国土交通大臣による権限代行の対象

を拡大し、災害で堆積した土砂の撤去、

準用河川を追加

（※予算関連）

（※予算関連）

● 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令和3年法律第31号） ＜予算関連法律＞

◎堤防整備等のハード対策を更に推進（予算）

【公布：R3.5.10 / 施行：公布の日から３ヶ月又は６ヶ月以内で政令で定める日】
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国管理河川で戦後最大規模洪水に、都市機能集積地区等で既往最大降雨による内水被害に対応

将来の気候変動（降雨量の増大等）を見込んだ治水計画の見直し

２

〇 今既に激甚化している水災害に対応するため、国・都道府県・市町村が早急に実施すべきハード・
ソフト一体となった対策の全体像を明らかにする「流域治水プロジェクト」を速やかに実施

（令和２年度内に全１級109水系で策定済）

法改正の背景・必要性

流域治水のイメージ

利水ダム活用

雨水貯留浸透施設

避難拠点の整備 下水道整備

ハザードマップ作成

浸水被害防止区域

貯留機能保全区域

防災集団移転事業

堤防強化

治水ダムの建設・再生

地区計画

砂防施設の整備

将来の気候変動を見込んだ更なる対応

気候変動の影響

速やかに対応

○ 現行計画よりも増大する降雨等（外力）に対応するため、河川対策の充実をはじめ、上流・下流や
本川・支川の流域全体を俯瞰した、関係者による流域治水を更に拡充

法的枠組「流域治水関連法」の整備が必要

森林・治山施設の整備

11



１．流域治水の計画・体制の強化 【特定都市河川法】

〇 国、都道府県、市町村等の関係者が一堂に会し（協議会）、雨水貯留浸透対策の強化、浸水エリアの
土地利用等を協議

（２）流域水害対策に係る協議会の創設と計画の充実

〇 協議結果を流域水害対策計画に位置付け

【協議会のイメージ】

３

（１）流域水害対策計画を活用する河川の拡大

〇 計画策定の対象河川に、市街化の進展により河川整備で被害防止が困難な河川に加え、自然的条件
により被害防止が困難な河川※を追加（全国の河川に拡大）

河川管理者

（特定都市河川法）

様々な主体が流域水害対策を確実に実施

【流域水害対策計画の拡充】

現行

○ 河川・下水道管理者による雨水貯留浸透対策が中心

追加

○ 地方公共団体と民間による雨水貯留浸透対策の強化
（地方公共団体の施設と認定民間施設による分担貯留量の
明確化）

○ 土地利用の方針（保水・遊水機能を有する土地の保全、
著しく危険なエリアでの住宅等の安全性の確保）

※バックウォーター現象のおそれがある河川、狭窄部の上流の河川等
（特定都市河川法）

◎ 河川管理者による河道等の整備に加えて、流域におけ
る雨水貯留浸透対策などで被害防止

学識経験者 関係行政機関

下水道
管理者

都道府県知事

市町村長民間事業者等
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２．氾濫をできるだけ防ぐための対策 【河川法、下水道法、特定都市河川法、都市計画法、都市緑地法】

（１）河川・下水道における対策の強化

（２）流域における雨水貯留対策の強化

〇 河川管理者、利水者（電力会社等）等で構成
する法定協議会を設置。利水ダムの事前放流の
拡大を協議・推進（河川法）

◎ 中長期的計画に基づく堤防整備等のハード対策を更に推進（予算）

利水容量

事前放流により
容量を確保

事前放流の
イメージ

事前放流

※予算：・二級水系の事前放流に伴う損失補填

・河川管理者による放流施設整備

※税制：放流施設に係る固定資産税非課税措置

４

〇 貯 留 浸 透 に 資 す る
都市部の緑地を保全し、
水害の被害を軽減する
グリーンインフラとし
て活用

○ 認定制度、補助、税制特例、地区計画等を

駆使して、官民による雨水貯留浸透施設の整備

を推進

（都市緑地法）

（特定都市河川法、下水道法、都市計画法）

都道府県知事等の認定（法律補
助や固定資産税軽減）で、 民間
による整備を促進（※予算関連・税制）

地区計画に位置づけることで、施設
の整備を担保

河
川

貯留機能保全区域のイメージ

保水・遊水機能を
有する土地

○ 沿川の保水・遊水機能を有
する土地を、貯留機能保全区
域として確保（盛土行為等に対す
る届出義務と勧告）（特定都市河川法）

法律補助で、地方公共団体による
整備を促進（※予算関連）

＜雨水貯留浸透施設整備のイメージ＞

グリーンインフラのイメージ

雨水貯留
浸透施設

〇 下水道で浸水被害を防ぐべき目標降雨を計画
に位置付け、整備を加速（下水道法）

〇 下水道の樋門等の操作ルールの策定を義務付け、
河川等から市街地への逆流等を確実に防止（下水道法）

＜下水道整備による浸水対策の例＞ ＜樋門による逆流防止のイメージ＞

名古屋中央雨水調整池（建設中）
（貯留量：約104,000ｍ3）

ゲート

下水道 河川×
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３．被害対象を減少させるための対策 【特定都市河川法、都市計画法、防災集団移転特別措置法、建築基準法】

水防災に対応したまちづくりとの連携、住まい方の工夫

① 浸水被害防止区域を創設し、住宅や
要配慮者施設等の安全性を事前確認
－浸水被害の危険が著しく高いエリア

－都道府県知事が指定

－個々の開発・建築行為を許可制に
（居室の床面の高さが浸水深以上、建築物が倒壊等しない安全な構造）

③ 防災集団移転促進事業を拡充し、危険なエリア
から安全なエリアへの移転を促進

② 地区単位の浸水対策を推進
－地域の実情・ニーズに応じたより安全性の高い

防災まちづくり

－地区計画のメニューに居室の床面の高さ、

敷地の嵩上げ等を追加

５敷地の嵩上げピロティ等高床化規制前

浸水深

【現行の区域】 災害が発生した地域・災害危険区域
【追加】 浸水被害防止区域のほか、地すべり防止区域

急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域を追加

－防災集団移転促進事業のエリア要件の拡充

－事業の担い手を都道府県・URに拡充
①都道府県による事業の計画策定
②URによる事業の計画策定・事業実施の本来業務化

（特定都市河川法） （防集法）

（都市計画法）

※平成30年７月豪雨では、死亡者の多くが住宅で被災

＜イメージ図＞

購買施設・医療施設

避難者の
一時滞在施設

避難場所となる広場

避難路となる
歩行者デッキ

－ 水災害等の発生時に住民等の避難・滞在の拠点

となる施設を都市施設として整備 (※予算関連)

（都市計画法）④ 災害時の避難先となる拠点の整備
浸水被害の危険が著しく高いエリアのイメージ

（※予算関連）
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４．被害の軽減、早期復旧・復興のための対策 【水防法、土砂災害防止法、河川法】

（１）リスク情報空白域の解消

（３）被災地の早期復旧

〇 想定最大規模の洪水、雨水出水、高潮に対応したハザー
ドマップ作成エリア（浸水想定区域）を、現行の大河川等
から住家等の防御対象のあるすべての河川流域、下水道、
海岸に拡大（水防法）

〇 国土交通大臣による権限代行の対象を拡大（河川法）

〇 要配慮者施設に係る避難計画や避難
訓練に対し、市町村が助言・勧告

（水防法、土砂災害防止法）

※ 令和２年７月豪雨により、避難計画が
作成されていた老人ホームで人的被害が
発生。

※ 令和元年東日本台風では、阿武隈川水系の中小河川において、
人的被害が発生

６

※ 浸水想定区域を設定する河川の目標数
（現在）約2,000河川 ⇒ （今後）約17,000河川（2025年度）

国が準用河川の災害復旧を代行することが想定される例
（平成29年九州北部豪雨（福岡県・筑後川水系））

な ら が た に

奈良ヶ谷川
（朝倉市管理） 本来の流路

（土砂で埋塞）

土砂崩壊多数

筑後川
（国管理）

奈良ヶ谷川

赤谷川

大山川

乙石川
国が
災害復旧を
代行
（福岡県管理）

市が災害復旧
（朝倉市管理）

（２）要配慮者施設に係る避難の実効性確保

な ら が た に

ち く ご

あ か た に

お と い し

お お や ま【対象河川】

【対象事業】

・都道府県管理河川
（１級河川の指定区間、２級河川）

（追加）
・市町村管理河川
（準用河川）

・改良工事・修繕
・災害復旧工事

（追加）
・災害で堆積した
河川の土石や流木等の排除
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■ では、

水位状況

氾濫発生中

氾濫危険水位超過 水位上昇中。まもなく最高水位

久慈川 の 富岡 水位観測所（茨城県常陸大宮市）　 区間において氾濫が発生。富岡 水位観測所（茨城県常陸
大宮市）　では、水位が上昇中であり、引き続き、水位が高い状況が継続する見込みです。

今後の見込み

水位上昇中

榊
さかき

橋
ばし

（茨城県日立市）

久慈川洪水予報(臨時)
令和○年○月○日○時○分

 　国土交通省　常陸河川国道事務所
       　　気象庁　水戸地方気象台

「茨城県の大雨は峠を越えたが、河川の増水、氾濫はこれから」

茨城県の大雨は峠を越え、大雨特別警報は警報に切り替わりますが、久慈川の洪水はこれか
らも警戒が必要です。天候が回復しても、氾濫が発生するおそれがあるため、洪水への一層の
警戒が必要です。

久慈川 の 榊橋 水位観測所（茨城県日立市）　では、水位が上昇中であり、まもなく最高水位に到達する見込み。
氾濫のおそれあり。

水位観測所

富岡
とみおか

（茨城県常陸大宮市）

氾濫発生情報（警戒レベル５相当情報）　を発表中です。久慈川
くじがわ

河川名

久慈川
くじがわ

久慈川
くじがわ

大雨特別警報の解除後の氾濫に対する注意喚起

メディア等を通じて住民へ適切に注意喚起

メディア等を通じた住民への適切な注意喚起を図るため、予め本省庁
等の合同記者会見等による周知を図るとともに、SNSや気象情報等あ
らゆる手段で注意喚起を実施

今後の水位上昇の見込みなどの河川氾濫に関する情報を発表し、
引き続き警戒が必要であること、大河川においてはこれから危険
が高まることを注意喚起

大雨特別警報の切替に合わせて河川氾濫に関する情報を発表

○ 大雨特別警報の「解除」を安心情報と捉えた住民が自宅に戻った後に、時間がたってから氾濫が発生。大雨の
後に時間差で発生する氾濫への注意喚起が必要であることから、大雨特別警報の解除を警報への切替と表
現。

○ 警報への切替に合わせて、今後の水位上昇の見込みなどの河川氾濫に関する情報を発表。

○ メディア等を通じた住民への適切な注意喚起を図るため、予め本省庁等の合同記者会見等による周知を図る
とともに、ＳＮＳや気象情報、ホットライン、ＪＥＴT（気象庁防災対応支援チーム）による解説等、あらゆる手段で
注意喚起を実施

○ 「引き続き、避難が必要とされる警戒レベル４相当が継続。なお、特別警報は警報に切り替え」と伝えるなど、
どの警戒レベルに相当する状況か分かりやすく解説

イメージ

イメージ
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大雨特別警報切替時の氾濫への警戒呼びかけのながれ

都道府県や市町村
へのホットライン

切替約数十分前 大雨警報へ切替（0時間）

本省庁による合同
記者会見

大雨特別警報から
大雨警報へ切替

「河川氾濫に関する
情報」の発表

令和〇年〇月〇日〇時〇分 〇〇気象台発表

〇〇県の注意警戒事項
【警報に切り替え】大雨は峠を越えましたが、
〇〇川、〇〇川、〇〇川等では氾濫が発生
するおそれがあるため、洪水への一層の警戒が
必要です。指定河川洪水予報を発表していま
すのでご確認ください。
=======================

※ 地方によっては地整・気象台の合同会
見も実施。

※大雨特別警報記事時のホットラインや府県気象情報の発表は主に気象庁・気象台の対応
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令 和 元 年 5 月 2 8 日 

水 管 理 ・ 国 土 保 全 局 

災害時、大切な人を守るため あなたの一声で避難の後押し 

～アプリやＳＭＳを活用した「逃げなきゃコール」の取組開始～ 

○離れた場所に暮らす高齢者等の家族に危険が差し迫った場合、家族が直

接電話をかけて避難行動を呼びかける「逃げなきゃコール」の取組を、

ＮＨＫ（NHK 防災アプリ）、ヤフー（株）（Yahoo!防災速報アプリ）、ＫＤ

ＤＩ（株）（登録エリア災害・避難情報メール）の協力を得て、新たに開

始します。 

○また、「逃げなきゃコール」の取組概要やスマートフォンアプリやＳＭＳ

（ショートメッセージサービス）の登録方法等を掲載した情報サイトを

設置します。 

       
http://www.mlit.go.jp/river/risp/policy/33nigecall.html 

 

○国土交通省としては、引き続き、登録型のプッシュ型情報配信システム

を活用して、住民自らの避難行動につながる取組を進めてまいります。 

                     

 

【問合せ先】 

水管理・国土保全局 河川計画課 河川情報企画室 

課長補佐 白波
し ら は

瀬
せ

（内線：35375）・情報企画係長 大山（内線：35345） 

   代表：03-5253-8111  直通：03-5253-8446  FAX：03-5253-1602 

水管理・国土保全局 砂防計画課 地震・火山砂防室 

企画専門官 瀧口（内線：36152） 

   代表：03-5253-8111  直通：03-5253-8468  FAX：03-5253-1610 
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「逃げなきゃコール」とは、離れた場所に暮らす高齢者等の家族に危険が差し迫った場合、
家族が直接電話をかけて避難行動を呼びかける取組です。そのために、スマートフォンアプリ
やSMS（ショートメッセージサービス）の地域登録機能を活用し、プッシュ型で家族の住む場所
の河川情報等を入手するものです。

今回、「住民自らの行動に結びつく水害・土砂災害ハザード・リスク情報共有プロジェクト」の
参加メンバーのＮＨＫ（NHK防災アプリ）、ヤフー（株）（Yahoo!防災速報アプリ）、ＫＤＤＩ（株）
（登録エリア災害・避難情報メール）の協力を得て情報配信機能の活用を促し、住民自らの避
難行動につなげます。

登録型のプッシュ型情報配信システムによる高齢者避難支援 「逃げなきゃコール」

登録型のプッシュ型
情報配信システム プッシュ型

情報通知！

子への
メール

発災時

子

登録

【 表示例】
○○川では、水位が避難判断水位に到達し、
今後、水位はさらに上昇する見込み。
（浸水想定地区）
○○市、○○市

親

避難の
呼びかけ電話

避難へ

NHK防災アプリ、Yahoo!防災速報ア
プリ、ＫＤＤＩ（登録エリア災害・避難情
報メール）を活用し、離れて暮らす高
齢者等の家族の河川情報等を入手
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住民自らの行動に結びつく水害・土砂災害ハザード・リスク情報共有プロジェクト概要

〇プロジェクト参加団体

本プロジェクトでは、情報を発信する行政と情報を伝えるマスメディア、ネットメディアの関係者等が「水防
災意識社会」を構成する一員として、それぞれが有する特性を活かした対応策、連携策を検討し、住民自
らの行動に結びつく情報の提供・共有方法を充実させる６つの連携プロジェクトをとりまとめ実行する。

＜マスメディア＞
日本放送協会（NHK）、一般社団法人日本民間放送連盟
一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟
NPO法人気象キャスターネットワーク
エフエム東京
全国地方新聞社連合会
一般財団法人道路交通情報通信システムセンター（VICS）
＜ネットメディア＞

LINE株式会社、Twitter Japan株式会社
グーグル合同会社、ヤフー株式会社
NTTドコモ株式会社、KDDI株式会社
ソフトバンク株式会社
＜行政関連団体＞
一般財団法人マルチメディア振興センター（Lアラート）
＜市町村関係者＞
新潟県見附市
＜地域の防災活動を支援する団体＞
常総市防災士連絡協議会
＜行政＞
国土交通省水管理・国土保全局、道路局
気象庁

Ａ：災害情報単純化プロジェクト ～災害情報の一元化・単純化による分かりやすさの追求～
水害・土砂災害情報統合ポータルサイトの作成、情報の「ワンフレーズマルチキャスト」の推進、
気象キャスター等との連携による災害情報用語・表現改善点検

課題１ より分かりやすい情報提供のあり方は

課題３ 情報弱者に水害・土砂災害情報を伝える方法とは

課題２ 住民に切迫感を伝えるために何ができるか

〇住民自らの行動に結びつける新たな6つの連携プロジェクト
～受け身の個人から行動する個人へ～

１０月 ４日 第１回全体会議
１０月１１日 第１回ＷＧ
１０月２４日 第２回ＷＧ
１１月 ８日 第３回ＷＧ
１１月２２日 第４回ＷＧ
１１月２９日 第２回全体会議

上記課題を具体化させるために

第１回全体会議
（平成30年10月4日）

〇会議の流れ
Ｆ：地域コミュニティー避難促進プロジェクト
～地域コミュニティーの防災力の強化と情報弱者へのアプローチ～
登録型のプッシュ型情報配信システムによる高齢者避難支援「逃げなきゃコール」の提供、
「避難インフルエンサー（災害時避難行動リーダー）」への情報提供支援

Ｅ：災害情報メディア連携プロジェクト
～災害情報の入手を容易にするためのメディア連携の促進～
テレビ・ラジオ・新聞からのネットへの誘導（二次元コード等）、ハッシュタグの共通使用、
公式アカウントのSNSを活用した情報拡散

Ｂ：災害情報我がことプロジェクト～災害情報のローカライズの促進と個人カスタマイズ化の実現～
地域防災コラボチャンネル、新聞からのハザードマップへの誘導、
マイ・ページ機能の導入、テレビ、ラジオ、ネットメディア等が連携した「マイ・タイムライン」普及

Ｃ：災害リアリティー伝達プロジェクト
～画像情報の活用や専門家からの情報発信など切迫感とリアリティーの追求～
河川監視カメラ画像の積極的な配信、専門家による災害情報の解説、
ＥＴＣ２．０やデジタルサイネージ等を活用した道路利用者への情報提供の強化

Ｄ：災害時の意識転換プロジェクト
～災害モードへの個々の意識を切り替えさせるトリガー情報の発信～
住民自らの避難行動のためのトリガー情報の明確化、緊急速報メールの配信文例の統一化
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国土交通省（法人番号2000012100001） ［ アクセス情報・地図 ］

プライバシーポリシー リンク・著作権・免責事項について 関連リンク集

国土交通省　ソーシャルメディア関連リンク集 ソーシャルメディア利用方針

〒100?8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 (代表電話) 03-5253-8111
Copyright© 2008 MLIT Japan. All Rights Reserved.

登録型のプッシュ型メールシステムによる高齢者避難支援　「逃げなきゃコール」

河川情報をキャッチして「逃げなきゃコール」で避難を呼びかけるため、以下のアプリを活用し、地域登録しよう！

＜サイトURL＞

ＮＨＫニュース・防災

サービス概要

 

 

Ｙａｈｏｏ！防災速報

サービス概要

 

 

ａｕ災害対策

（＋ﾒｯｾｰｼﾞ）

携帯電話の方はこちら

(au登録ｴﾘｱ・災害避難情報ﾒ

ｰﾙ)

NTTdocomo災害用キット

2021年6月提供開始予定

 

 

 

 

 

 

22

http://www.mlit.go.jp/about/file000028.html
http://www.mlit.go.jp/privacy.html
http://www.mlit.go.jp/link.html
http://www.mlit.go.jp/kanrenlink.html
http://www.mlit.go.jp/social_media_kanrenlink.html
http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_002516.html
https://www.mlit.go.jp/river/risp/index.html
https://www3.nhk.or.jp/news/news_bousai_app/index.html
https://www.mlit.go.jp/river/risp/pdf/man_NHK.pdf
https://emg.yahoo.co.jp/
https://www.mlit.go.jp/river/risp/pdf/man_Yahoo.pdf
https://www.au.com/mobile/anti-disaster/saigai-plus-message/
https://www.au.com/mobile/anti-disaster/area-saigai-hinan/
https://www.nttdocomo.co.jp/info/disaster/docodemo-saigaihinan-joho/
https://www.mlit.go.jp/river/risp/pdf/evacallposA.pdf
https://www.mlit.go.jp/river/risp/pdf/evacallposB.pdf
https://www.mlit.go.jp/river/risp/pdf/evacallposC.pdf


23




